
　
附

 
 
 
属

 
 
 
明

 
 
 
細

 
 
 
書

　
（

法
人

全
体

）

令
和

３
事

業
年

度

独
立

行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援

機
構

自
　

　
令

和
　

３
年

　
４

月
 
　

１
日

至
　

　
令

和
　

４
年

　
３

月
 
３

１
日



（
単
位
：
円
）

当
期

償
却
額

当
期
減
損
額

有
形

固
定

資
産

建
物

9
,5

53
,
48

6
,3

59
94
6,
87
5,
13
1

72
2,
61
5,
49
8

9,
77
7,
74
5,
99
2

2,
80
1,
64
3,
98
0

47
2,
72
2,
54
1

27
,1
11
,4
90

27
,1
11
,4
89

6,
94
8,
99
0,
52
2

（
減

価
償

却
費

）
構

築
物

2,
42

4,
1
66

,
54

2
32
1,
79
3,
76
9

11
8,
23
3,
85
2

2,
62
7,
72
6,
45
9

1,
13
2,
95
8,
55
7

17
3,
76
0,
74
8

11
8,
85
5

0
1,
49
4,
64
9,
04
7

機
械

装
置

49
,0

92
,
39

2
,0

17
6,
11
2,
25
7,
34
1

2,
25
4,
71
3,
85
6

52
,9
49
,9
35
,5
02

31
,2
67
,9
87
,4
90

5,
95
9,
66
4,
16
4

0
0

21
,6
81
,9
48
,0
12

車
両

運
搬

具
70

9
,9

5
9,

31
7

70
,8
88
,5
91

60
,8
26
,5
36

72
0,
02
1,
37
2

57
2,
05
9,
52
9

55
,6
48
,3
56

0
0

14
7,
96
1,
84
3

工
具

器
具

備
品

3,
73

7
,7

3
3,

42
6

78
4,
45
8,
41
6

10
6,
56
8,
94
4

4,
41
5,
62
2,
89
8

2,
46
3,
86
9,
65
7

50
4,
39
7,
29
0

0
0

1,
95
1,
75
3,
24
1

計
65

,5
17

,
73

7,
6
61

8,
23
6,
27
3,
24
8

3,
26
2,
95
8,
68
6

70
,4
91
,0
52
,2
23

38
,2
38
,5
19
,2
13

7,
16
6,
19
3,
09
9

27
,2
30
,3
45

27
,1
11
,4
89

32
,2
25
,3
02
,6
65

有
形

固
定

資
産

建
物

56
,
43

0
,6

59
,
67

7
3,
76
7,
12
1,
17
1

1,
27
4,
72
3,
89
2

58
,9
23
,0
56
,9
56

21
,5
07
,6
85
,2
35

2,
02
6,
02
9,
05
1

58
,9
91
,4
13

6,
31
7,
85
1

37
,3
56
,3
80
,3
08

（
減
価
償
却
相
当
額
）

構
築

物
4
,7

0
2,

10
9
,8

3
0

43
2,
16
5,
24
6

62
,3
23
,8
04

5,
07
1,
95
1,
27
2

2,
72
2,
27
9,
57
0

25
3,
54
5,
07
3

12
3,
65
9

0
2,
34
9,
54
8,
04
3

機
械

装
置

32
4
,6

6
5,

14
6

0
21
,1
33
,8
38

30
3,
53
1,
30
8

30
3,
47
3,
08
9

21
7,
54
7

0
0

58
,2
19

工
具

器
具

備
品

11
7,

99
5
,5

6
4

0
3,
42
7,
43
1

11
4,
56
8,
13
3

11
2,
07
3,
26
1

1,
78
1,
07
0

0
0

2,
49
4,
87
2

計
61

,
57

5,
4
30

,
21

7
4,
19
9,
28
6,
41
7

1,
36
1,
60
8,
96
5

64
,4
13
,1
07
,6
69

24
,6
45
,5
11
,1
55

2,
28
1,
57
2,
74
1

59
,1
15
,0
72

6,
31
7,
85
1

39
,7
08
,4
81
,4
42

非
償

却
資

産
土
地

44
,
64

5
,5

53
,
08

5
9,
15
1,
71
8

21
6,
48
8,
90
0

44
,4
38
,2
15
,9
03

0
0

60
,4
07
,8
32

16
,7
74
,4
83

44
,3
77
,8
08
,0
71

建
設

仮
勘

定
2
,3

7
7,

93
3
,4

9
5

6,
42
4,
30
2,
54
5

7,
64
1,
00
9,
72
1

1,
16
1,
22
6,
31
9

0
0

0
0

1,
16
1,
22
6,
31
9

計
47

,
02

3,
4
86

,
58

0
6,
43
3,
45
4,
26
3

7,
85
7,
49
8,
62
1

45
,5
99
,4
42
,2
22

0
0

60
,4
07
,8
32

16
,7
74
,4
83

45
,5
39
,0
34
,3
90

有
形

固
定

資
産

建
物

65
,9

84
,
14

6
,0

36
4,
71
3,
99
6,
30
2

1,
99
7,
33
9,
39
0

68
,7
00
,8
02
,9
48

24
,3
09
,3
29
,2
15

2,
49
8,
75
1,
59
2

86
,1
02
,9
03

33
,4
29
,3
40

44
,3
05
,3
70
,8
30

合
計

構
築

物
7,

12
6
,2

76
,
37

2
75
3,
95
9,
01
5

18
0,
55
7,
65
6

7,
69
9,
67
7,
73
1

3,
85
5,
23
8,
12
7

42
7,
30
5,
82
1

24
2,
51
4

0
3,
84
4,
19
7,
09
0

機
械

装
置

49
,4

17
,
05

7
,1

63
6,
11
2,
25
7,
34
1

2,
27
5,
84
7,
69
4

53
,2
53
,4
66
,8
10

31
,5
71
,4
60
,5
79

5,
95
9,
88
1,
71
1

0
0

21
,6
82
,0
06
,2
31

車
両

運
搬

具
70

9
,9

5
9,

31
7

70
,8
88
,5
91

60
,8
26
,5
36

72
0,
02
1,
37
2

57
2,
05
9,
52
9

55
,6
48
,3
56

0
0

14
7,
96
1,
84
3

工
具

器
具

備
品

3,
85

5
,7

2
8,

99
0

78
4,
45
8,
41
6

10
9,
99
6,
37
5

4,
53
0,
19
1,
03
1

2,
57
5,
94
2,
91
8

50
6,
17
8,
36
0

0
0

1,
95
4,
24
8,
11
3

土
地

44
,
64

5
,5

53
,
08

5
9,
15
1,
71
8

21
6,
48
8,
90
0

44
,4
38
,2
15
,9
03

0
0

60
,4
07
,8
32

16
,7
74
,4
83

44
,3
77
,8
08
,0
71

建
設

仮
勘

定
2
,3

7
7,

93
3
,4

9
5

6,
42
4,
30
2,
54
5

7,
64
1,
00
9,
72
1

1,
16
1,
22
6,
31
9

0
0

0
0

1,
16
1,
22
6,
31
9

計
17

4,
1
16

,
65

4,
4
58

18
,8
69
,0
13
,9
28

12
,4
82
,0
66
,2
72

18
0,
50
3,
60
2,
11
4

62
,8
84
,0
30
,3
68

9,
44
7,
76
5,
84
0

14
6,
75
3,
24
9

50
,2
03
,8
23

11
7,
47
2,
81
8,
49
7

無
形

固
定

資
産

電
話

加
入

権
1
,2

91
0

0
1,
29
1

0
0

0
0

1,
29
1

計
1,

2
91

0
0

1,
29
1

0
0

0
0

1,
29
1

投
資

そ
の

他
の

資
産

長
期

性
預

金
8,

00
0
,0

00
,
00

0
10
,0
00
,0
00
,0
00

18
,0
00
,0
00
,0
00

0
0

0
0

0
0

長
期

未
収

金
4,

05
0
,4

1
0

0
4,
05
0,
41
0

0
0

0
0

0
0

敷
金

25
3
,0

2
9,

60
3

10
,2
46
,9
00

3,
01
7,
49
5

26
0,
25
9,
00
8

0
0

0
0

26
0,
25
9,
00
8

退
職
給
付
引
当
金
見
返

46
,
19

7
,2

35
,
41

9
73
2,
87
3,
51
5

2,
39
0,
38
2,
02
4

44
,5
39
,7
26
,9
10

0
0

0
0

44
,5
39
,7
26
,9
10

破
産

更
生

債
権

等
1
,9

6
4,

42
8
,2

3
9

1,
20
5,
07
1,
19
7

1,
96
4,
42
8,
23
9

1,
20
5,
07
1,
19
7

0
0

0
0

1,
20
5,
07
1,
19
7

貸
倒

引
当

金
△

 1
,9

6
4,

42
8
,2

3
9

△
 1
,2
05
,0
71
,1
97

△
 1
,9
64
,4
28
,2
39

△
 1
,2
05
,0
71
,1
97

0
0

0
0

△
 1
,2
05
,0
71
,1
97

差
入

保
証

金
10

,
00

0
,0

00
0

0
10
,0
00
,0
00

0
0

0
0

10
,0
00
,0
00

計
54

,4
64

,
31

5,
4
32

10
,7
43
,1
20
,4
15

20
,3
97
,4
49
,9
29

44
,8
09
,9
85
,9
18

0
0

0
0

44
,8
09
,9
85
,9
18

（
注
２
）
機
械
装
置
の
当
期
増
加
額
　
6,
11
2,
25
7,
34
1円

は
、
職
業
訓
練
用
機
器
の
取
得
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
注
５
）
長
期
性
預
金
の
当
期
増
加
額
 1
0,
00
0,
00
0,
00
0円

は
、
新
規
預
入
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
注
６
）
長
期
性
預
金
の
当
期
減
少
額
 1
8,
00
0,
00
0,
00
0円

は
、
流
動
資
産
（
現
金
及
び
預
金
）
へ
の
振
替
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
注
４
）
建
設
仮
勘
定
の
当
期
減
少
額
 7
,6
41
,0
09
,7
21
円
は
、
職
業
能
力
開
発
施
設
の
改
修
工
事
等
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
注
１
）
建
物
の
当
期
増
加
額
 4
,7
13
,9
96
,3
02
円
は
、
職
業
能
力
開
発
施
設
の
改
修
工
事
等
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

減
損
損
失
累
計
額

（
注
３
）
建
設
仮
勘
定
の
当
期
増
加
額
 6
,4
24
,3
02
,5
45
円
は
、
職
業
能
力
開
発
施
設
の
改
修
工
事
等
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

差
引
当
期
末
残
高

当
期

増
加

額
減

価
償

却
累

計
額

摘
　
要

１
．

固
定

資
産

の
取

得
、

処
分

、
減

価
償

却
費

（
｢
第

8
7
 
特

定
の

資
産

に
係

る
費

用
相

当
額

の
会

計
処

理
｣
及

び
「

第
9
1
 
資

産
除

去
債

務
に

係
る

特
定

の
除

去
費

用
等

の
会

計
処

理
」

に
よ

る
減

価
償

却
相

当
額

も
含

む
。

）
及

び
減

損
損

失
累

計
額

の
明

細

期
 末

 残
 高

資
産

の
種

類
期

 首
 
残

 
高

当
期

減
少

額



（
単

位
：

円
）

1
,
1
4
0
,
2
4
6

貯
蔵

品

計
1
,
3
5
1
,
4
1
8

1
,
1
4
0
,
2
4
6

0

1
,
3
5
1
,
4
1
8

1
,
1
4
0
,
2
4
6

1
,
3
5
1
,
4
1
8

0

1
,
1
4
0
,
2
4
6

0
1
,
3
5
1
,
4
1
8

0

２
．

棚
卸

資
産

の
明

細

種
 
 
 
類

期
 
首

 
残

 
高

当
 
期

 
増

 
加

 
額

当
 
期

 
減

 
少

 
額

期
 
末

 
残

 
高

摘
　

要
当

期
購

入
･

そ
の

他
払

出
･
振

替
そ

の
他

製
造

･
振

替



（
単

位
：

円
）

賞
与

引
当

金 計
2
,
7
5
3
,
7
5
8
,
5
8
5

2
,
5
2
9
,
1
8
0
,
7
8
9

2
,
7
5
3
,
7
5
8
,
5
8
5

0
2
,
5
2
9
,
1
8
0
,
7
8
9

３
．

引
当

金
の

明
細

区
 
 
 
 
 
分

期
 
首

 
残

 
高

当
 
期

 
増

 
加

 
額

当
 
期

 
減

 
少

 
額

期
 
末

 
残

 
高

摘
 
 
 
要

目
 
的

 
使

 
用

そ
の

他

2
,
7
5
3
,
7
5
8
,
5
8
5

2
,
5
2
9
,
1
8
0
,
7
8
9

2
,
7
5
3
,
7
5
8
,
5
8
5

0
2
,
5
2
9
,
1
8
0
,
7
8
9



（
単

位
：

円
）

0
0

敷
金

0
0

0

　
破

産
更
生
債
権
等

1
,
7
6
5
,
7
9
2
,
5
6
8

　
一

般
債
権

0
0

2
5
3
,
0
2
9
,
6
0
3

7
,
2
2
9
,
4
0
5

2
6
0
,
2
5
9
,
0
0
8

0
0

計
6
,
8
6
3
,
9
3
1
,
8
1
8

△
 
1
,
2
8
3
,
5
9
7
,
7
3
6

△
 
7
4
5
,
4
5
2
,
2
9
0

1
,
0
2
0
,
3
4
0
,
2
7
8 0 0 0 0

　
貸

倒
懸
念
債
権

0
0

0

　
一

般
債
権

2
5
3
,
0
2
9
,
6
0
3

7
,
2
2
9
,
4
0
5

2
6
0
,
2
5
9
,
0
0
8

0

0

1
,
0
2
0
,
3
4
0
,
2
7
8

0

0
0

　
貸

倒
懸
念
債
権

0
0

0

　
一

般
債
権

　
貸

倒
懸
念
債
権

△
 
5
4
0
,
7
7
4
,
1
4
9

5
2
,
4
9
2
,
4
7
7

未
収

賃
貸
料
等
収
入

1
,
7
6
5
,
7
9
2
,
5
6
8

△
 
7
4
5
,
4
5
2
,
2
9
0

1
,
0
2
0
,
3
4
0
,
2
7
8

1
,
7
6
5
,
7
9
2
,
5
6
8

　
破

産
更
生
債
権
等

1
9
8
,
6
3
5
,
6
7
1

△
 
1
3
,
9
0
4
,
7
5
2

1
8
4
,
7
3
0
,
9
1
9

1
9
8
,
6
3
5
,
6
7
1

4
,
5
9
3
,
9
8
1
,
4
9
9

1
3
8
,
1
9
9
,
8
3
8

4
,
0
5
3
,
2
0
7
,
3
5
0

４
．

貸
付

金
等

に
対

す
る

貸
倒

引
当

金
の

明
細

区
 
 
 
 
 
分

未
収
金

4
,
8
4
5
,
1
0
9
,
6
4
7

△
 
5
4
5
,
3
7
4
,
8
5
1

4
,
2
9
9
,
7
3
4
,
7
9
6

3
6
3
,
0
8
1
,
7
4
8

△
 
1
2
0
,
2
6
1
,
4
0
8

2
4
2
,
8
2
0
,
3
4
0

貸
 
付
 
金
 
等
 
の
 
残
 
高

貸
 
倒

 
引

 
当

 
金

 
の

 
残

 
高

摘
 
 
 
要

期
 
首
 
残
 
高

当
期
増
減
額

期
 
末
 
残
 
高

期
 
首
 
残
 
高

当
期

増
減

額
期

 
末

 
残

 
高

※
算

定
方

法
に

つ
い

て
は

、
注

記
を

参
照

△
 
7
4
5
,
4
5
2
,
2
9
0

1
,
7
6
5
,
7
9
2
,
5
6
8

1
,
0
2
0
,
3
4
0
,
2
7
8

△
 
7
4
5
,
4
5
2
,
2
9
0

△
 
1
3
,
9
0
4
,
7
5
2

1
8
4
,
7
3
0
,
9
1
9

9
,
3
0
4
,
0
5
0

6
1
,
7
9
6
,
5
2
7

2
6
,
2
4
6
,
2
3
9

4
,
6
5
2
,
0
2
5

3
0
,
8
9
8
,
2
6
4

2
7
,
1
9
1
,
1
5
7

△
 
1
1
1
,
0
0
8
,
6
8
1

5
,
5
8
0
,
3
3
4
,
0
8
2

2
,
1
2
8
,
8
7
4
,
3
1
6

△
 
8
6
5
,
7
1
3
,
6
9
8

1
,
2
6
3
,
1
6
0
,
6
1
8

　
破

産
更
生
債
権
等

0
0

0
0

0
0



（
単

位
：

円
）

①
退

職
給

付
債

務
合

計
額

退
職

一
時

金
に

係
る

債
務

企
業

年
金

基
金

等
に

係
る

債
務

③
年

金
資

産

退
職

給
付

引
当

金
（

①
＋

②
－

③
）

1
2
,
5
3
0
,
9
7
4
,
6
4
5

6
3
6
,
2
4
6
,
8
7
8

8
0
1
,
3
8
6
,
7
6
0

1
2
,
3
6
5
,
8
3
4
,
7
6
3

②
未

認
識

過
去

勤
務

費
用

及
び

未
認

識
数

理
計

算
上

の
差

異
6
,
3
6
9
,
0
1
1
,
9
1
4

8
4
7
,
4
3
2
,
5
8
4

1
,
2
0
1
,
0
5
3
,
3
1
9

6
,
0
1
5
,
3
9
1
,
1
7
9

4
7
,
4
2
9
,
6
7
2
,
5
3
9

1
,
3
5
3
,
0
7
7
,
0
5
5

2
,
9
1
2
,
5
7
0
,
9
2
9

4
5
,
8
7
0
,
1
7
8
,
6
6
5

2
0
,
2
7
5
,
4
2
9
,
9
9
7

4
6
7
,
5
6
5
,
7
6
0

8
0
1
,
3
8
6
,
7
6
0

1
9
,
9
4
1
,
6
0
8
,
9
9
7

5
3
,
5
9
1
,
6
3
5
,
2
7
0

1
,
1
4
1
,
8
9
1
,
3
4
9

2
,
5
1
2
,
9
0
4
,
3
7
0

5
2
,
2
2
0
,
6
2
2
,
2
4
9

3
3
,
3
1
6
,
2
0
5
,
2
7
3

6
7
4
,
3
2
5
,
5
8
9

1
,
7
1
1
,
5
1
7
,
6
1
0

3
2
,
2
7
9
,
0
1
3
,
2
5
2

５
．

退
職

給
付

引
当

金
の

明
細

区
 
 
 
 
 
分

期
首

残
高

当
期

増
加

額
当

期
減

少
額

期
 
末

 
残

 
高

摘
 
 
 
要



(
単
位
 
：
円
)

独
立

行
政

法
人

会
計

基
準

第
9
1
の

特
定

：
有

独
立

行
政

法
人

会
計

基
準

第
9
1
の

特
定

：
無

独
立

行
政

法
人

会
計

基
準

第
9
1
の

特
定

：
有

独
立

行
政

法
人

会
計

基
準

第
9
1
の

特
定

：
無

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６
．

資
産

除
去

債
務

の
明

細

区
　

分
期

 
首

 
残

 
高

当
期

増
加

額
当

期
減

少
額

期
 
末

 
残

 
高

摘
　

要

石
綿

障
害

予
防

規
則

に
基

づ
く

処
理

義
務

4
3
,
5
1
6
,
0
6
5

0
4
3
,
5
1
6
,
0
6
5

0

石
綿

障
害

予
防

規
則

に
基

づ
く

処
理

義
務

2
1
9
,
4
1
5
,
0
8
3

1
9
8
,
0
2
8

8
9
,
9
0
3
,
9
3
7

1
2
9
,
7
0
9
,
1
7
4

不
動

産
賃

貸
借

契
約

に
基

づ
く

原
状

回
復

義
務

2
7
7
,
0
7
1
,
9
0
8

2
7
,
1
1
1
,
4
8
9

2
7
7
,
0
7
1
,
9
0
8

2
7
,
1
1
1
,
4
8
9

不
動

産
賃

貸
借

契
約

に
基

づ
く

原
状

回
復

義
務

6
8
9
,
0
2
9
,
1
4
2

0
6
4
3
,
3
9
7
,
9
2
9

4
5
,
6
3
1
,
2
1
3

計
1
,
2
2
9
,
0
3
2
,
1
9
8

2
7
,
3
0
9
,
5
1
7

1
,
0
5
3
,
8
8
9
,
8
3
9

2
0
2
,
4
5
1
,
8
7
6



（
単

位
：

円
）

納
付

金
関

係
業

務
引

当
金

７
．

法
令

に
基

づ
く

引
当

金
等

の
明

細

区
 
 
 
 
 
分

期
 
首

 
残

 
高

当
 
期

 
増

 
加

 
額

当
 
期

 
減

 
少

 
額

期
 
末

 
残

 
高

摘
 
 
 
要

計
3
5
,
5
1
2
,
6
8
9
,
2
0
5

4
,
0
6
8
,
3
6
1
,
5
5
9

0
3
9
,
5
8
1
,
0
5
0
,
7
6
4

3
5
,
5
1
2
,
6
8
9
,
2
0
5

4
,
0
6
8
,
3
6
1
,
5
5
9

0
3
9
,
5
8
1
,
0
5
0
,
7
6
4
独

立
行

政
法

人
高

齢
・

障
害

・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

の
業

務
運

営
、

財
務

及
び

会
計

並
び

に
人

事
管

理
に

関
す

る
省

令
第

1
1
条



（
１

）
運

営
費

交
付

金
債

務
の

増
減

の
明

細
（

単
位

：
円

）

（
２

）
運

営
費

交
付

金
債

務
の

当
期

振
替

額
及

び
主

な
使

途
の

明
細

①
　

運
営

費
交

付
金

収
益

へ
の

振
替

額
及

び
主

な
使

途
の

明
細

（
単

位
：

円
）

認
定

特
定

求
職

者
職

業
訓

練
事

業
1,
9
59
,0
91
,5
28

1,
8
55
,3
44
,6
30

人
件

費
 
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
0
8
3
,
0
9
5
,
1
2
7
円

特
定

求
職

者
職

業
訓

練
認

定
関

係
業

務
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
7
2
,
2
4
9
,
5
0
3
円

合
　

　
　

計
59
,
31
9,
65
2,
03
8

56
,
74
5,
94
7,
26
9

期
間

進
行

基
準

に
よ

る
振

替
額

4,
0
20
,5
04
,0
79

3,
3
35
,3
14
,6
19

人
件

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
6
7
0
,
5
2
3
,
2
8
0
円

謝
金

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
4
3
,
2
8
0
,
5
8
4
円

そ
の

他
一

般
管

理
費

　
　

　
　

　
　

　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
,
5
2
1
,
5
1
0
,
7
5
5
円

費
用

進
行

基
準

に
よ

る
振

替
額

0
0

障
害

者
職

業
能

力
開

発
事

業
57
0
,7
18
,6
71

48
4
,3
61
,5
97

人
件

費
 
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
7
,
3
4
3
,
3
9
3
円

障
害

者
職

業
能

力
開

発
校

運
営

費
 
 
 
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
6
7
,
0
1
8
,
2
0
4
円

職
業

能
力

開
発

事
業

40
,
63
2,
64
0,
68
4

39
,
35
9,
23
5,
81
4

人
件

費
 
　

　
　

　
　

　
　

 
 
　

　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
8
,
4
9
9
,
1
1
9
,
2
7
1
円

職
業

能
力

開
発

関
係

業
務

 
　

　
　

　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
0
,
8
6
0
,
1
1
6
,
5
4
3
円

高
齢

者
雇

用
支

援
事

業
3,
8
82
,7
27
,2
12

3,
7
07
,0
52
,0
60

人
件

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
2
2
,
4
2
1
,
7
6
5
円

高
年

齢
者

等
雇

用
関

係
業

務
費

　
　

　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
,
8
8
4
,
6
3
0
,
2
9
5
円

障
害

者
雇

用
支

援
事

業
8,
2
53
,9
69
,8
64

8,
0
04
,6
38
,5
49

人
件

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
,
4
3
0
,
8
9
2
,
8
9
1
円

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
業

務
費

　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
,
5
7
3
,
7
4
5
,
6
5
8
円

区
　

　
　

分
運

営
費

交
付

金
収

益
運

 
営

 
費

 
交

 
付

 
金

 
の

 
主

 
な

 
使

 
途

費
　

　
　

用
主

　
な

　
使

　
途

業
務

達
成

基
準

に
よ

る
振

替
額

55
,
29
9,
14
7,
95
9

53
,
41
0,
63
2,
65
0

小
 
 
 
計

5,
8
92
,3
78
,0
00

6
7,
96
5
,5
98
,0
00

59
,
31
9,
65
2,
0
38

4,
21
1,
73
5,
05
2

1,
40
5,
22
0

63
,
53
2,
7
92
,3
10

８
．

運
営

費
交

付
金

債
務

及
び

当
期

振
替

額
等

の
明

細

期
 
首

 
残

 
高

当
期

交
付

額
当

 
期

 
振

 
替

 
額

引
当

金
見

返
と

の
相

殺
額

期
 
末

 
残

 
高

運
営

費
交

付
金

収
益

資
産

見
返

運
営

費
交

付
金

資
本

剰
余

金

4,
9
91
,5
62
,6
90

5,
3
33
,6
21
,0
00



②
　

資
産

見
返

運
営

費
交

付
金

及
び

資
本

剰
余

金
へ

の
振

替
額

並
び

に
主

な
使

途
の

明
細

（
単

位
：

円
）

（
３

）
引

当
金

見
返

と
の

相
殺

額
の

明
細

（
単

位
：

円
）

法
人

共
通

37
,
32
4,
59
2

賞
与

引
当

金
見

返
　

　
 
 
 
 
 
2
5
,
0
6
4
,
7
5
6
円

退
職

給
付

引
当

金
見

返
　

　
 
1
2
,
2
5
9
,
8
3
6
円

合
　

　
　

計
4,
9
91
,5
62
,6
90

職
業

能
力

開
発

事
業

3,
6
39
,2
30
,5
61

賞
与

引
当

金
見

返
　

　
　

1
,
8
7
3
,
9
1
2
,
2
2
4
円

退
職

給
付

引
当

金
見

返
　

1
,
7
6
5
,
3
1
8
,
3
3
7
円

認
定

特
定

求
職

者
職

業
訓

練
事

業
20
6
,0
95
,3
19

賞
与

引
当

金
見

返
　

　
　

　
1
2
6
,
1
7
1
,
4
6
8
円

退
職

給
付

引
当

金
見

返
　

　
 
7
9
,
9
2
3
,
8
5
1
円

障
害

者
雇

用
支

援
事

業
87
3
,4
20
,6
63

賞
与

引
当

金
見

返
　

　
　

　
4
2
7
,
6
9
3
,
0
9
8
円

退
職

給
付

引
当

金
見

返
　

　
4
4
5
,
7
2
7
,
5
6
5
円

障
害

者
職

業
能

力
開

発
事

業
60
,
40
3,
57
9

賞
与

引
当

金
見

返
　

　
　

　
 
3
7
,
2
9
2
,
5
6
5
円

退
職

給
付

引
当

金
見

返
　

　
 
2
3
,
1
1
1
,
0
1
4
円

セ
グ

メ
ン

ト
引

当
金

見
返

と
の

相
殺

相
殺

額
主

な
相

殺
額

の
内

訳

高
齢

者
雇

用
支

援
事

業
17
5
,0
87
,9
76

賞
与

引
当

金
見

返
　

　
　

　
1
1
1
,
0
4
6
,
5
5
5
円

退
職

給
付

引
当

金
見

返
　

　
 
6
4
,
0
4
1
,
4
2
1
円

認
定

特
定

求
職

者
職

業
訓

練
事

業
9,
8
45
,1
53

車
両

運
搬

具
　

　
　

　
　

　
 
 
 
 
 
 
2
,
3
8
7
,
3
7
3
円

工
具

器
具

備
品

　
　

　
　

　
　

 
 
　

7
,
4
5
7
,
7
8
0
円

0

合
　

　
　

計
4,
2
11
,7
35
,0
52

1,
40
5,
22
0

障
害

者
職

業
能

力
開

発
事

業
9,
7
01
,1
30

工
具

器
具

備
品

　
 
　

　
　

　
　

 
 
 
9
,
7
0
1
,
1
3
0
円

0

職
業

能
力

開
発

事
業

3,
9
74
,7
96
,7
04

改
修

工
事

等
　

 
 
　

　
　

　
 
 
1
,
0
8
5
,
8
4
9
,
1
1
5
円

(
建

物
、

構
築

物
、

建
設

仮
勘

定
)

機
械

装
置

　
　

　
　

　
　

 
 
 
 
2
,
1
4
0
,
6
0
8
,
2
4
0
円

車
両

運
搬

具
　

　
　

　
　

　
 
 
 
 
 
3
5
,
9
9
6
,
2
0
5
円

工
具

器
具

備
品

　
　

　
　

　
　

　
7
1
2
,
0
0
7
,
1
4
4
円

そ
の

他
　

　
　

　
　

　
 
 
 
 
 
 
 
　

　
 
3
3
6
,
0
0
0
円

0

高
齢

者
雇

用
支

援
事

業
42
,
55
2,
81
2

工
具

器
具

備
品

　
　

　
　

　
　

　
 
4
2
,
5
5
2
,
8
1
2
円

0

障
害

者
雇

用
支

援
事

業
17
4
,8
39
,2
53

改
修

工
事

等
　

　
　

　
　

　
　

 
 
1
2
9
,
9
4
3
,
2
5
5
円

(
建

物
、

構
築

物
、

建
設

仮
勘

定
)

車
両

運
搬

具
　

　
　

　
　

　
　

　
 
3
2
,
5
0
5
,
0
1
3
円

工
具

器
具

備
品

　
　

　
　

　
　

 
 
 
 
2
,
4
7
2
,
8
0
0
円

そ
の

他
　

　
　

　
　

　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
,
9
1
8
,
1
8
5
円

1,
4
05
,2
20

敷
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
　

　
　

 
 
 
 
 
 
　

　
　

　
　

　
1
,
4
0
5
,
2
2
0
円

セ
グ

メ
ン

ト
資

産
見

返
運

営
費

交
付

金
へ

の
振

替
資

本
剰

余
金

へ
の

振
替

振
　

替
　

額
主

　
な

　
使

　
途

振
　

替
　

額
主

　
な

　
使

　
途



（
４

）
運

営
費

交
付

金
債

務
残

高
の

明
細

（
単

位
：

円
）

計
5,
3
33
,6
21
,0
00

費
用

進
行

基
準

を
採

用
し

た
業

務
に

係
る

分
0
○

費
用

進
行

基
準

を
採

用
し

た
業

務
は

な
い

。

配
分

留
保

額
5,
3
33
,6
21
,0
00

法
人

運
営

上
、

以
下

の
事

態
等

へ
対

応
す

る
た

め
留

保
し

て
い

る
額

：
5
,
3
3
3
,
6
2
1
,
0
0
0
円

　 　
〇

重
要

度
が

高
く

、
緊

急
に

対
応

を
求

め
ら

れ
る

業
務

等
の

実
施

　
〇

天
災

地
変

等
に

よ
る

施
設

の
修

繕
等

　
〇

予
定

外
の

退
職

者
の

発
生

に
対

応

運
営

費
交

付
金

債
務

残
高

使
　

用
　

見
　

込
　

み

業
務

達
成

基
準

を
採

用
し

た
業

務
に

係
る

分
0
○

翌
事

業
年

度
へ

の
繰

越
額

は
な

い
。

期
間

進
行

基
準

を
採

用
し

た
業

務
に

係
る

分
0
○

翌
事

業
年

度
へ

の
繰

越
額

は
な

い
。



施
設

費
の

明
細

（
単

位
：

円
）

（
注

）
「

そ
の

他
」

は
、

修
繕

費
等

に
対

応
す

る
も

の
で

あ
る

。

補
助

金
等

の
明

細

（
単

位
：

円
）

7
,
1
3
6
,
8
2
4
,
8
1
3

計
7
,
1
3
6
,
8
2
4
,
8
1
3

0
0

0
0

7
,
1
0
2
,
0
1
4
,
0
0
0

雇
用

開
発

支
援

事
業

費
等

補
助

金
3
4
,
8
1
0
,
8
1
3

0
0

0
0

3
4
,
8
1
0
,
8
1
3

高
齢

・
障

害
者

雇
用

開
発

支
援

事
業

費
補

助
金

7
,
1
0
2
,
0
1
4
,
0
0
0

0
0

0
0

区
 
 
 
 
 
分

当
期

交
付

額
左

 
の

 
会

 
計

 
処

 
理

 
内

 
訳

摘
 
 
 
要

建
設

仮
勘

定
見

返
補

助
金

等
資

産
見

返
補

助
金

等
資

本
剰

余
金

長
期

預
り

補
助

金
等

収
益

計
上

　
職

業
能

力
開

発
勘

定
3
,
4
2
5
,
6
6
6
,
6
6
4

4
5
8
,
9
0
4
,
6
0
5

2
,
1
6
4
,
7
2
1
,
4
9
6

8
0
2
,
0
4
0
,
5
6
3

計
3
,
8
3
8
,
6
1
8
,
6
3
1

6
2
3
,
8
0
4
,
3
4
5

2
,
3
7
9
,
2
9
8
,
7
5
3

8
3
5
,
5
1
5
,
5
3
3

施
設

整
備

費
補

助
金

　
高

齢
・

障
害

者
雇

用
支

援
勘

定
4
1
2
,
9
5
1
,
9
6
7

1
6
4
,
8
9
9
,
7
4
0

2
1
4
,
5
7
7
,
2
5
7

3
3
,
4
7
4
,
9
7
0

９
．

運
営

費
交

付
金

以
外

の
国

等
か

ら
の

財
源

措
置

の
明

細

区
 
 
 
 
 
分

当
期

交
付

額
左

 
の

 
会

 
計

 
処

 
理

 
内

 
訳

摘
 
 
 
要

建
設

仮
勘

定
見

返
施

設
費

資
本

剰
余

金
そ

の
他



(
 
単
位
 
：
千
円
、
人
 
）

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

（
注
１
）
役
員
に
対
す
る
報
酬
等

の
基

準
並

び
に

職
員

に
対

す
る

給
与

及
び

退
職

手
当

の
支
給
基
準
は
、
役
員
給
与
規
程
（
平
成
１
５
年

　
規
程
第
４
号
）
、
職
員

給
与

規
程

（
平

成
２

５
年

規
程

第
７

号
）

、
役

員
退

職
手
当
規
程
（
平
成
１
５
年
規
程
第
５
号
）
及
び

職
員
退
職
手
当
規
程
（

平
成

２
５

年
規

程
第

６
号

）
に

基
づ

い
て

い
る

。

（
注
２
）
報
酬
又
は
給
与
の
欄
に

お
け

る
支

給
人

員
の

数
は

、
令

和
３

事
業

年
度

の
給

与
の
年
間
平
均
支
給
人
員
数
を
記
載
し
て
い
る
。

（
注
３
）
役
員
欄
の
上
段
の
支
給

額
及

び
支

給
人

員
は

非
常

勤
監

事
で

、
外

数
で

あ
る

。

（
注
４
）
役
員
に
つ
い
て
、
期
末

現
在

に
お

け
る

人
員

は
常

勤
７

人
、

非
常

勤
１

人
で

あ
る
。

（
注
５
）
上
記
明
細
の
ほ
か
に
、

パ
ー

ト
ナ

ー
職

員
に

係
る

給
与

等
と

し
て

、
8,
94
9,
33
6千

円
の
支
給
が
あ
り
、
損
益
計
算
書
に
お
い
て
、

そ
の
他
の
一
般
管
理
費

及
び

そ
の

他
の

業
務

費
の

内
訳

費
目

（
謝

金
）

と
し

て
整
理
し
て
い
る
。

（
注
６
）
損
益
計
算
書
に
お
い
て

、
退

職
給

付
費

用
と

し
て

業
務

費
に

86
3,
29
1千

円
及

び
一
般
管
理
費
に
4
9
,
6
6
0
千
円
を
計
上
し
て
い
る
。

（
注
７
）
単
位
未
満
は
、
切
捨
て

に
よ

り
表

示
し

て
い

る
。

合
  

  
  

 計
2,
88
0

1
－

－

27
,2
37
,4
96

3,
80
6

0
1
6
8

職
  

  
  

 員
－

－
－

－

27
,1
32
,6
98

3,
79
9

0
1
6
8

１
０

．
役

員
及

び
職

員
の

給
与

の
明

細

区
  

  
  

 分
報

  
酬

  
又

  
は

  
給

  
与

退
 
 
 
職
 
 
 
手
 
 
 
当

支
  
 給

  
 額

支
 給

 人
 員

支
 
 
 
給
 
 
 
額

支
 
給
 
人
 
員

役
  

  
  

 員
2,
88
0

1
－

－

10
4,
79
8

7
0

0



（
単

位
：

円
）

（
注

）
当

期
受

入
れ

に
は

間
接

経
費

相
当

額
を

記
載

し
、

直
接

経
費

相
当

額
に

つ
い

て
は

、
外

数
と

し
て

（
　

）
内

に
記

載
し

て
い

る
。

合
 
 
 
 
 
計

(
8
,
0
0
0
,
0
0
0
)

1
1

2
,
4
0
0
,
0
0
0

基
盤

研
究

（
Ｃ

）
（

一
般

）
(
4
,
1
0
0
,
0
0
0
)

6
1
,
2
3
0
,
0
0
0

若
手

研
究

(
3
,
1
0
0
,
0
0
0
)

4
9
3
0
,
0
0
0

１
１

．
科

学
研

究
費

補
助

金
の

明
細

種
 
 
 
 
 
目

当
期

受
入

れ
件

数
摘

 
 
 
要

基
盤

研
究

（
Ｂ

）
（

一
般

）
(
8
0
0
,
0
0
0
)

1
2
4
0
,
0
0
0



〔
一

般
会

計
〕

高
齢

・
障

害
者

雇
用

支
援

勘
定

独
立

行
政

法
人

高
齢

・
障

害
・

求
職

者
雇

用
支

援
機

構

障
害

者
職

業
能

力
開

発
勘

定
運

営
費

交
付

金
交

（
障

害
者

雇
用

支
援

事
業

経
理

）

　
　

・
人

件
費

　
　

・
業

務
費

　
　

　
　

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
の

設
置

運
営

〔
労

働
保

険
特

別
会

計
雇

用
勘

定
〕

　
　

・
施

設
整

備
費

独
立

行
政

法
人

高
齢

・
障

害
・

求
職

者
雇

用
支

援
機

構
施

（
高

齢
者

雇
用

支
援

事
業

経
理

）
共

施
設

整
備

費
補

助
金

　
　

・
人

件
費

施
　

　
・

業
務

費

　
　

・
高

齢
・

障
害

者
雇

用
支

援
勘

定
　

　
　

　
高

年
齢

者
等

助
成

金
支

給
業

務

　
　

・
職

業
能

力
開

発
勘

定
　

　
　

　
高

年
齢

者
の

雇
用

に
関

す
る

相
談

・
援

助
業

務

（
勘

定
共

通
）

　
　

・
人

件
費

　
　

・
一

般
管

理
費

独
立

行
政

法
人

高
齢

・
障

害
・

求
職

者
雇

用
支

援
機

構

高
齢

・
障

害
者

雇
用

支
援

勘
定

運
営

費
交

付
金

交
障

害
者

職
業

能
力

開
発

勘
定

　
　

・
人

件
費

　
　

・
人

件
費

　
　

・
一

般
管

理
費

　
　

・
一

般
管

理
費

　
　

・
業

務
費

　
　

・
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

運
営

経
費

　
　

　
　

中
央

障
害

者
職

業
能

力
開

発
校

の
運

営

　
　

・
高

年
齢

者
等

雇
用

関
係

業
務

経
費

　
　

　
　

吉
備

高
原

障
害

者
職

業
能

力
開

発
校

の
運

営

通

障
害

者
雇

用
納

付
金

勘
定

独
立

行
政

法
人

高
齢

・
障

害
・

求
職

者
雇

用
支

援
機

構
　

　
・

人
件

費

職
業

能
力

開
発

勘
定

運
営

費
交

付
金

　
　

・
一

般
管

理
費

　
　

・
業

務
費

　
　

・
人

件
費

交
　

　
　

　
納

付
金

関
係

業
務

　
　

・
一

般
管

理
費

　
　

　
　

障
害

者
の

雇
入

れ
等

に
関

す
る

相
談

援
助

業
務

　
　

・
業

務
費

　
　

　
　

障
害

者
の

雇
用

に
関

す
る

調
査

、
啓

発
等

の
業

務

　
　

　
　

職
業

能
力

開
発

関
係

業
務

費

職
業

能
力

開
発

勘
定

独
立

行
政

法
人

高
齢

・
障

害
・

求
職

者
雇

用
支

援
機

構
　

　
・

人
件

費

認
定

特
定

求
職

者
職

業
訓

練
勘

定
運

営
費

交
付

金
　

　
・

一
般

管
理

費

　
　

・
業

務
費

経

　
　

・
人

件
費

交
　

　
　

　
職

業
能

力
開

発
促

進
セ

ン
タ

ー
の

設
置

運
営

　
　

・
一

般
管

理
費

　
　

　
　

職
業

能
力

開
発

大
学

校
等

の
設

置
運

営

　
　

・
業

務
費

　
　

　
　

職
業

能
力

開
発

総
合

大
学

校
の

設
置

運
営

　
　

　
　

認
定

求
職

者
支

援
訓

練
関

係
業

務
費

　
　

・
施

設
整

備
費

認
定

特
定

求
職

者
職

業
訓

練
勘

定

　
　

・
人

件
費

高
齢

・
障

害
者

雇
用

開
発

支
援

事
業

費
補

助
金

　
　

・
一

般
管

理
費

補
　

　
・

業
務

費

　
　

・
高

年
齢

者
雇

用
安

定
助

成
金

　
　

　
　

求
職

者
支

援
訓

練
の

認
定

業
務

　
　

　
　

求
職

者
支

援
訓

練
の

実
施

に
必

要
な

助
言

･
指

導
業

務

費

雇
用

開
発

支
援

事
業

費
等

補
助

金

（
注

）

　
　

・
離

転
職

者
訓

練
費

補
宿

舎
等

勘
定

 
 
 
 
（

託
児

サ
ー

ビ
ス

を
付

加
し

た
職

業
訓

練
の

実
施

）
　

　
・

人
件

費

　
　

・
一

般
管

理
費

　
　

・
業

務
費

　
　

　
　

雇
用

促
進

住
宅

を
譲

渡
又

は
廃

止
す

る
業

務

（
注

）
共

通
経

費
は

、
各

勘
定

で
費

用
を

負
担

し
て

い
る

。
　

　
　

　
譲

渡
等

す
る

ま
で

の
間

の
管

理
運

営
業

務

交
運

営
費

交
付

金

施
施

設
整

備
費

補
助

金

補
補

助
金

国
 
庫
 
補
 
助
 
金
 
等

勘
 
定
 
区
 
分

１
２

．
独

立
行

政
法

人
高

齢
・

障
害

・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

の
各

勘
定

の
経

理
の

対
象

と
勘

定
相

互
間

の
関

係
図



貸
借

対
照

表
(
単

位
：

円
)

B
 
S

勘
定

区
分

資
産

の
部

　
Ⅰ

　
流

動
資

産

　
　

　
　

現
金

及
び

預
金

6
,
9
9
1
,
3
2
5
,
2
5
1

4
4
2
,
3
0
0
,
6
6
9

4
1
,
8
9
0
,
5
8
2
,
6
1
6

1
2
,
5
7
5
,
1
0
6
,
1
6
1

2
,
3
9
1
,
7
7
3
,
5
3
6

2
8
,
8
5
8
,
6
1
2
,
0
5
9

9
3
,
1
4
9
,
7
0
0
,
2
9
2

　
　

　
　

未
収

金
4
1
9
,
7
0
2
,
7
0
6

5
8
7
,
5
5
4

2
0
7
,
1
9
7
,
2
2
5

5
,
4
5
1
,
3
6
8
,
1
0
5

2
7
,
4
2
2
,
5
7
6

△
 
1
,
9
9
1
,
2
7
4
,
2
8
9

4
,
1
1
5
,
0
0
3
,
8
7
7

　
　

　
　

　
貸

倒
引

当
金

△
 
4
0
0
,
0
0
0

△
 
5
7
,
6
8
9
,
4
2
1

△
 
5
8
,
0
8
9
,
4
2
1

　
　

　
　

未
収

消
費

税
等

2
,
6
4
0
,
9
9
6

9
8
,
7
6
7

8
5
,
1
4
9

7
,
8
3
6
,
5
2
9

△
 
1
0
,
6
6
1
,
4
4
1

0

　
　

　
　

未
収

収
益

4
,
0
3
5
,
6
1
8

1
2
,
8
5
0
,
4
1
1

1
1
,
4
2
5
,
0
6
5

2
8
,
3
1
1
,
0
9
4

　
　

　
　

賞
与

引
当

金
見

返
（

注
）

5
1
6
,
1
4
4
,
7
5
9

3
2
,
0
0
6
,
2
7
1

1
,
7
1
8
,
6
5
5
,
1
8
7

1
1
6
,
4
5
5
,
5
2
1

2
,
3
8
3
,
2
6
1
,
7
3
8

　
　

　
　

棚
卸

資
産

7
1
6
,
4
7
1

7
9
,
3
9
5

3
2
2
,
6
5
0

2
1
,
7
3
0

1
,
1
4
0
,
2
4
6

　
　

　
　

仮
払

金
7
9
,
7
3
7

7
9
,
7
3
7

　
　

　
　

前
払

金
6
7
2
,
4
0
2

1
,
0
3
7
,
1
6
9

5
2
,
8
6
7
,
4
0
9

3
,
2
2
7

1
2
,
2
9
0
,
0
0
0

6
6
,
8
7
0
,
2
0
7

　
　

　
　

前
払

費
用

4
5
,
4
3
4
,
0
1
5

4
0
3
,
7
7
3

2
0
,
2
1
3
,
8
9
9

4
,
5
2
0
,
8
2
9

7
0
,
5
7
2
,
5
1
6

　
　

　
　

　
　

　
流

動
資

産
合

計
7
,
9
7
6
,
2
3
6
,
6
0
0

4
7
5
,
2
9
8
,
2
6
7

4
2
,
0
4
5
,
3
4
1
,
3
6
9

1
9
,
8
3
1
,
4
6
3
,
5
5
9

2
,
5
1
2
,
8
5
9
,
9
9
2

2
8
,
9
1
7
,
5
8
6
,
2
2
9

△
 
2
,
0
0
1
,
9
3
5
,
7
3
0

9
9
,
7
5
6
,
8
5
0
,
2
8
6

　
Ⅱ

　
固

定
資

産

　
　

１
　

有
形

固
定

資
産

　
　

　
　

　
建

物
4
,
9
6
3
,
0
7
7
,
2
9
9

6
3
,
6
7
4
,
9
8
4
,
8
8
0

6
2
,
7
4
0
,
7
6
9

6
8
,
7
0
0
,
8
0
2
,
9
4
8

　
　

　
　

　
　

減
価

償
却

累
計

額
△

 
1
,
5
2
9
,
5
7
1
,
1
0
8

△
 
2
2
,
7
6
2
,
8
9
8
,
8
1
8

△
 
1
6
,
8
5
9
,
2
8
9

△
 
2
4
,
3
0
9
,
3
2
9
,
2
1
5

　
　

　
　

　
　

減
損

損
失

累
計

額
△

 
3
3
,
4
2
9
,
3
4
0

△
 
6
,
7
9
2
,
0
8
4

△
 
4
5
,
8
8
1
,
4
7
9

△
 
8
6
,
1
0
2
,
9
0
3

　
　

　
　

　
構

築
物

2
9
0
,
3
6
9
,
5
4
1

7
,
4
0
9
,
0
2
8
,
5
6
8

2
7
9
,
6
2
2

7
,
6
9
9
,
6
7
7
,
7
3
1

　
　

　
　

　
　

減
価

償
却

累
計

額
△

 
1
5
0
,
9
0
9
,
1
7
2

△
 
3
,
7
0
4
,
0
4
9
,
3
5
3

△
 
2
7
9
,
6
0
2

△
 
3
,
8
5
5
,
2
3
8
,
1
2
7

　
　

　
　

　
　

減
損

損
失

累
計

額
△

 
2
4
2
,
4
9
4

△
 
2
0

△
 
2
4
2
,
5
1
4

　
　

　
　

　
機

械
装

置
5
3
,
2
5
3
,
4
6
6
,
8
1
0

5
3
,
2
5
3
,
4
6
6
,
8
1
0

　
　

　
　

　
　

減
価

償
却

累
計

額
△

 
3
1
,
5
7
1
,
4
6
0
,
5
7
9

△
 
3
1
,
5
7
1
,
4
6
0
,
5
7
9

　
　

　
　

　
車

両
運

搬
具

2
9
1
,
1
3
2
,
6
3
5

3
9
4
,
0
2
1
,
3
9
7

3
4
,
8
6
7
,
3
4
0

7
2
0
,
0
2
1
,
3
7
2

　
　

　
　

　
　

減
価

償
却

累
計

額
△

 
2
1
4
,
0
9
0
,
7
3
4

△
 
3
2
6
,
2
0
1
,
5
8
1

△
 
3
1
,
7
6
7
,
2
1
4

△
 
5
7
2
,
0
5
9
,
5
2
9

　
　

　
　

　
工

具
器

具
備

品
4
6
3
,
1
6
5
,
3
0
3

6
8
,
1
3
5
,
4
0
9

1
5
,
6
7
7
,
9
8
4

3
,
9
3
4
,
4
9
3
,
5
4
5

4
8
,
7
1
8
,
7
9
0

4
,
5
3
0
,
1
9
1
,
0
3
1

　
　

　
　

　
　

減
価

償
却

累
計

額
△

 
2
8
5
,
6
1
4
,
6
6
7

△
 
4
4
,
2
4
4
,
0
1
7

△
 
9
,
7
7
7
,
8
7
0

△
 
2
,
2
1
2
,
6
8
0
,
1
5
0

△
 
2
3
,
6
2
6
,
2
1
4

△
 
2
,
5
7
5
,
9
4
2
,
9
1
8

　
　

　
　

　
土

地
5
,
2
2
1
,
5
0
9
,
0
0
0

3
9
,
2
1
6
,
7
0
6
,
9
0
3

4
4
,
4
3
8
,
2
1
5
,
9
0
3

　
　

　
　

　
　

減
損

損
失

累
計

額
△

 
6
0
,
4
0
7
,
8
3
2

△
 
6
0
,
4
0
7
,
8
3
2

　
　

　
　

　
建

設
仮

勘
定

2
7
4
,
7
4
1
,
0
3
0

8
8
6
,
4
8
5
,
2
8
9

1
,
1
6
1
,
2
2
6
,
3
1
9

　
　

　
　

　
　

　
有

形
固

定
資

産
合

計
9
,
2
9
0
,
3
7
9
,
7
8
7

2
3
,
8
9
1
,
3
9
2

5
,
9
0
0
,
1
1
4

1
0
8
,
1
2
4
,
4
5
4
,
5
0
1

2
8
,
1
9
2
,
7
0
2

1
1
1
7
,
4
7
2
,
8
1
8
,
4
9
7

　
　

２
　

無
形

固
定

資
産

　
　

　
　

　
電

話
加

入
権

3
2
4

1
1

4
5

9
1
1

1
,
2
9
1

　
　

　
　

　
　

　
無

形
固

定
資

産
合

計
3
2
4

1
1

4
5

9
1
1

1
,
2
9
1

認
定

特
定

求
職

者
職

業
訓

練
勘

定
宿

舎
等

勘
定

勘
定

間
調

整
法

人
全

体

１
３

．
各

勘
定

の
経

理
の

対
象

と
勘

定
相

互
間

の
関

係
を

明
ら

か
に

す
る

書
類

高
齢

・
障

害
者

雇
用

支
援

勘
定

障
害

者
職

業
能

力
開

発
勘

定
障

害
者

雇
用

納
付

金
勘

定
職

業
能

力
開

発
勘

定



B
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勘
定

区
分

認
定

特
定

求
職

者
職

業
訓

練
勘

定
宿

舎
等

勘
定

勘
定

間
調

整
法

人
全

体
高

齢
・

障
害

者
雇

用
支

援
勘

定
障

害
者

職
業

能
力

開
発

勘
定

障
害

者
雇

用
納

付
金

勘
定

職
業

能
力

開
発

勘
定

　
　

３
　

投
資

そ
の

他
の

資
産

　
　

　
　

　
敷

金
2
5
5
,
5
1
8
,
2
0
8

4
,
7
2
1
,
0
0
0

1
9
,
8
0
0

2
6
0
,
2
5
9
,
0
0
8

　
　

　
　

　
退

職
給

付
引

当
金

見
返

（
注

）
6
,
0
9
4
,
8
9
6
,
4
1
2

3
8
3
,
3
4
0
,
5
7
6

3
4
,
3
6
0
,
0
3
9
,
0
1
8

3
,
7
0
1
,
4
5
0
,
9
0
4

4
4
,
5
3
9
,
7
2
6
,
9
1
0

　
　

　
　

　
破

産
更

生
債

権
等

2
,
6
8
4
,
3
0
4

6
6
,
9
1
9
,
4
5
0

1
,
1
3
5
,
4
6
7
,
4
4
3

1
,
2
0
5
,
0
7
1
,
1
9
7

　
　

　
　

　
　

貸
倒

引
当

金
△

 
2
,
6
8
4
,
3
0
4

△
 
6
6
,
9
1
9
,
4
5
0

△
 
1
,
1
3
5
,
4
6
7
,
4
4
3

△
 
1
,
2
0
5
,
0
7
1
,
1
9
7

　
　

　
　

　
差

入
保

証
金

1
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0
,
0
0
0

　
　

　
　

　
　

　
投

資
そ

の
他

の
資

産
合

計
6
,
3
5
0
,
4
1
4
,
6
2
0

3
8
3
,
3
4
0
,
5
7
6

3
4
,
3
7
4
,
7
6
0
,
0
1
8

3
,
7
0
1
,
4
7
0
,
7
0
4

4
4
,
8
0
9
,
9
8
5
,
9
1
8

　
　

　
　

　
　

　
固

定
資

産
合

計
1
5
,
6
4
0
,
7
9
4
,
7
3
1

4
0
7
,
2
3
1
,
9
7
9

5
,
9
0
0
,
1
5
9

1
4
2
,
4
9
9
,
2
1
5
,
4
3
0

3
,
7
2
9
,
6
6
3
,
4
0
6

1
1
6
2
,
2
8
2
,
8
0
5
,
7
0
6

　
　

　
　

　
　

　
資

産
合

計
2
3
,
6
1
7
,
0
3
1
,
3
3
1

8
8
2
,
5
3
0
,
2
4
6

4
2
,
0
5
1
,
2
4
1
,
5
2
8

1
6
2
,
3
3
0
,
6
7
8
,
9
8
9

6
,
2
4
2
,
5
2
3
,
3
9
8

2
8
,
9
1
7
,
5
8
6
,
2
3
0

△
 
2
,
0
0
1
,
9
3
5
,
7
3
0

2
6
2
,
0
3
9
,
6
5
5
,
9
9
2

負
債

の
部

　
Ⅰ

　
流

動
負

債

　
　

　
　

運
営

費
交

付
金

債
務

（
注

）
1
,
3
8
4
,
9
6
6
,
0
0
0

5
8
,
7
6
0
,
0
0
0

3
,
0
7
3
,
0
0
4
,
0
0
0

8
1
6
,
8
9
1
,
0
0
0

5
,
3
3
3
,
6
2
1
,
0
0
0

　
　

　
　

未
払

金
2
,
2
2
9
,
6
7
3
,
6
6
9

6
6
,
3
1
6
,
3
6
6

4
9
5
,
2
8
7
,
6
5
5

5
,
8
7
9
,
0
6
5
,
4
2
8

4
9
4
,
3
5
6
,
3
5
8

8
0
,
6
7
8
,
7
4
1

△
 
1
,
9
9
1
,
2
7
4
,
2
8
9

7
,
2
5
4
,
1
0
3
,
9
2
8

　
　

　
　

未
払

費
用

5
,
1
9
4
,
5
1
1

3
,
9
3
0
,
5
0
0

5
8
,
4
6
1

3
2
,
5
0
6
,
8
7
4

7
8
0
,
8
7
0

4
2
,
4
7
1
,
2
1
6

　
　

　
　

未
払

消
費

税
等

1
,
6
9
4

1
9
,
7
1
3
,
7
4
7

△
 
1
0
,
6
6
1
,
4
4
1

9
,
0
5
4
,
0
0
0

　
　

　
　

前
受

金
1
2
2
,
9
3
5
,
0
0
0

1
5
5
,
3
8
7
,
1
1
5

2
7
8
,
3
2
2
,
1
1
5

　
　

　
　

短
期

リ
ー

ス
債

務
2
9
9
,
7
5
4

2
,
3
7
7
,
1
8
1
,
6
0
8

2
,
3
7
7
,
4
8
1
,
3
6
2

　
　

　
　

預
り

金
9
7
3
,
5
1
5
,
4
0
9

1
0
,
2
9
0

3
0
,
2
7
7
,
1
8
1

2
5
2
,
9
5
2
,
6
9
3

9
4
,
7
8
0

1
,
2
5
6
,
8
5
0
,
3
5
3

　
　

　
　

引
当

金

　
　

　
　

　
賞

与
引

当
金

5
1
6
,
1
4
4
,
7
5
9

3
2
,
0
0
6
,
2
7
1

1
4
1
,
3
5
8
,
4
7
9

1
,
7
1
8
,
6
5
5
,
1
8
7

1
1
6
,
4
5
5
,
5
2
1

4
,
5
6
0
,
5
7
2

2
,
5
2
9
,
1
8
0
,
7
8
9

　
　

　
　

資
産

除
去

債
務

2
7
,
1
1
1
,
4
8
9

6
2
,
3
5
1
,
3
1
6

8
9
,
4
6
2
,
8
0
5

　
　

　
　

　
　

　
流

動
負

債
合

計
5
,
1
3
6
,
6
0
5
,
8
3
7

1
6
1
,
0
2
5
,
1
2
1

7
9
0
,
2
1
6
,
5
3
0

1
3
,
5
0
8
,
4
6
6
,
6
5
2

1
,
4
2
8
,
4
8
3
,
7
4
9

1
4
7
,
6
8
5
,
4
0
9

△
 
2
,
0
0
1
,
9
3
5
,
7
3
0

1
9
,
1
7
0
,
5
4
7
,
5
6
8

　
Ⅱ

　
固

定
負

債

　
　

　
　

資
産

見
返

負
債

（
注

）

　
　

　
　

　
資

産
見

返
運

営
費

交
付

金
6
6
5
,
5
8
0
,
8
8
2

2
3
,
8
3
1
,
2
3
9

2
5
,
2
6
5
,
2
0
6
,
0
2
9

2
8
,
2
1
2
,
5
0
2

2
5
,
9
8
2
,
8
3
0
,
6
5
2

　
　

　
　

　
資

産
見

返
寄

附
金

2
0
5
,
4
3
1

9
3
1
8
,
2
5
8

2
5
,
7
2
1
,
8
5
7

2
6
,
2
4
5
,
5
5
5

　
　

　
　

　
建

設
仮

勘
定

見
返

運
営

費
交

付
金

1
,
1
8
8
,
0
0
0

1
4
4
,
2
1
3
,
1
0
3

1
4
5
,
4
0
1
,
1
0
3

　
　

　
　

　
建

設
仮

勘
定

見
返

施
設

費
2
7
3
,
5
5
3
,
0
3
0

7
4
2
,
2
7
2
,
1
8
6

1
,
0
1
5
,
8
2
5
,
2
1
6

　
　

　
　

長
期

リ
ー

ス
債

務
4
,
1
8
3
,
2
0
0
,
9
2
4

4
,
1
8
3
,
2
0
0
,
9
2
4

　
　

　
　

長
期

預
り

金
1
,
3
3
9
,
9
1
4

1
,
3
3
9
,
9
1
4

　
　

　
　

　
退

職
給

付
引

当
金

6
,
0
9
4
,
8
9
6
,
4
1
2

3
8
3
,
3
4
0
,
5
7
6

1
,
1
6
0
,
0
4
6
,
3
8
9

3
4
,
3
6
0
,
0
3
9
,
0
1
8

3
,
7
0
1
,
4
5
0
,
9
0
4

1
7
0
,
4
0
5
,
3
6
6

4
5
,
8
7
0
,
1
7
8
,
6
6
5

　
　

　
　

資
産

除
去

債
務

1
1
2
,
9
8
9
,
0
7
1

1
1
2
,
9
8
9
,
0
7
1

　
　

　
　

　
　

　
固

定
負

債
合

計
7
,
0
3
5
,
4
2
3
,
7
5
5

4
0
7
,
1
7
1
,
8
2
4

1
,
1
6
0
,
3
6
4
,
6
4
7

6
4
,
8
3
3
,
6
4
2
,
1
8
8

3
,
7
2
9
,
6
6
3
,
4
0
6

1
7
1
,
7
4
5
,
2
8
0

7
7
,
3
3
8
,
0
1
1
,
1
0
0
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勘
定

区
分

認
定

特
定

求
職

者
職

業
訓

練
勘

定
宿

舎
等

勘
定

勘
定

間
調

整
法

人
全

体
高

齢
・

障
害

者
雇

用
支

援
勘

定
障

害
者

職
業

能
力

開
発

勘
定

障
害

者
雇

用
納

付
金

勘
定

職
業

能
力

開
発

勘
定

　
Ⅲ

　
法

令
に

基
づ

く
引

当
金

等

　
　

　
　

納
付

金
関

係
業

務
引

当
金

（
注

）
3
9
,
5
8
1
,
0
5
0
,
7
6
4

3
9
,
5
8
1
,
0
5
0
,
7
6
4

　
　

　
　

　
　

　
法

令
に

基
づ

く
引

当
金

等
合

計
3
9
,
5
8
1
,
0
5
0
,
7
6
4

3
9
,
5
8
1
,
0
5
0
,
7
6
4

　
　

　
　

　
　

　
負

債
合

計
1
2
,
1
7
2
,
0
2
9
,
5
9
2

5
6
8
,
1
9
6
,
9
4
5

4
1
,
5
3
1
,
6
3
1
,
9
4
1

7
8
,
3
4
2
,
1
0
8
,
8
4
0

5
,
1
5
8
,
1
4
7
,
1
5
5

3
1
9
,
4
3
0
,
6
8
9

△
 
2
,
0
0
1
,
9
3
5
,
7
3
0

1
3
6
,
0
8
9
,
6
0
9
,
4
3
2

純
資

産
の

部

　
Ⅰ

　
資

本
金

　
　

　
　

政
府

出
資

金
1
0
,
1
3
1
,
9
9
0
,
9
1
6

3
0
,
1
1
7
,
0
4
2

7
0
3
,
1
7
4
,
5
7
0

8
0
,
5
9
6
,
6
3
2
,
3
6
1

3
,
8
2
9
,
8
7
7

9
1
,
4
6
5
,
7
4
4
,
7
6
6

　
　

　
　

地
方

公
共

団
体

出
資

金
2
0
8
,
0
5
4
,
0
3
7

2
0
8
,
0
5
4
,
0
3
7

　
　

　
　

　
　

　
資

本
金

合
計

1
0
,
1
3
1
,
9
9
0
,
9
1
6

3
0
,
1
1
7
,
0
4
2

7
0
3
,
1
7
4
,
5
7
0

8
0
,
8
0
4
,
6
8
6
,
3
9
8

3
,
8
2
9
,
8
7
7

9
1
,
6
7
3
,
7
9
8
,
8
0
3

　
Ⅱ

　
資

本
剰

余
金

　
　

　
　

資
本

剰
余

金
1
,
6
7
1
,
3
2
2
,
6
5
8

2
8
,
2
8
2
,
8
7
7
,
9
1
1

2
9
,
9
5
4
,
2
0
0
,
5
6
9

　
　

　
　

そ
の

他
行

政
コ

ス
ト

累
計

額
（

注
）

△
 
3
,
1
8
6
,
4
5
9
,
1
1
8

△
 
3
0
,
0
5
6
,
8
8
8

△
 
1
8
6
,
2
1
6
,
0
0
4

△
 
3
3
,
6
6
6
,
2
5
0
,
1
2
7

△
 
6
6
,
1
8
1
,
1
9
2

△
 
3
7
,
1
3
5
,
1
6
3
,
3
2
9

　
　

　
　

　
減

価
償

却
相

当
累

計
額

（
△

）
△

 
1
,
6
6
9
,
2
7
7
,
8
8
3

△
 
6
,
1
1
6
,
7
2
3

△
 
1
,
0
5
1
,
4
4
9

△
 
2
2
,
9
5
1
,
9
2
6
,
2
0
9

△
 
1
7
,
1
3
8
,
8
9
1

△
 
2
4
,
6
4
5
,
5
1
1
,
1
5
5

　
　

　
　

　
減

損
損

失
相

当
累

計
額

（
△

）
△

 
2
9
,
6
4
5
,
5
2
7

△
 
7
9
1
,
9
8
9

△
 
3
,
2
3
9
,
9
5
5

△
 
6
7
,
3
2
3
,
5
5
4

△
 
4
5
,
8
8
1
,
4
9
9

△
 
1
4
6
,
8
8
2
,
5
2
4

　
　

　
　

　
利

息
費

用
相

当
累

計
額

（
△

）
△

 
7
,
3
3
0
,
8
8
9

△
 
3
,
1
6
0
,
8
0
2

△
 
1
0
,
4
9
1
,
6
9
1

　
　

　
　

　
承

継
資

産
に

係
る

費
用

相
当

累
計

額
（

△
）

△
 
1
,
1
3
3
,
1
1
9

△
 
1
,
1
3
3
,
1
1
9

　
　

　
　

　
除

売
却

差
額

相
当

累
計

額
（

△
）

△
 
1
,
4
8
7
,
5
3
5
,
7
0
8

△
 
2
2
,
0
1
5
,
0
5
7

△
 
1
8
1
,
9
2
4
,
6
0
0

△
 
1
0
,
6
3
9
,
6
6
9
,
4
7
5

△
 
1
2
,
3
3
1
,
1
4
4
,
8
4
0

　
　

　
　

　
　

　
資

本
剰

余
金

合
計

△
 
1
,
5
1
5
,
1
3
6
,
4
6
0

△
 
3
0
,
0
5
6
,
8
8
8

△
 
1
8
6
,
2
1
6
,
0
0
4

△
 
5
,
3
8
3
,
3
7
2
,
2
1
6

△
 
6
6
,
1
8
1
,
1
9
2

△
 
7
,
1
8
0
,
9
6
2
,
7
6
0

　
Ⅲ

　
利

益
剰

余
金

　
　

　
　

前
中

期
目

標
期

間
繰

越
積

立
金

（
注

）
2
,
6
5
1
,
0
2
1

2
7
,
6
8
5
,
6
0
7
,
3
0
0

2
7
,
6
8
8
,
2
5
8
,
3
2
1

　
　

　
　

積
立

金
2
,
3
3
5
,
6
1
0
,
7
6
5

2
1
7
,
0
6
3
,
7
3
7

6
,
7
1
7
,
6
2
4
,
5
0
8

9
6
2
,
4
6
5
,
9
8
1

9
7
4
,
8
9
9
,
5
5
6

1
1
,
2
0
7
,
6
6
4
,
5
4
7

　
　

　
　

当
期

未
処

分
利

益
4
9
2
,
5
3
6
,
5
1
8

9
7
,
2
0
9
,
4
1
0

1
,
8
4
9
,
6
3
1
,
4
5
9

1
2
1
,
9
1
0
,
2
6
2

2
,
5
6
1
,
2
8
7
,
6
4
9

　
　

　
　

（
う

ち
当

期
総

利
益

）
4
9
2
,
5
3
6
,
5
1
8

9
7
,
2
0
9
,
4
1
0

1
,
8
4
9
,
6
3
1
,
4
5
9

1
2
1
,
9
1
0
,
2
6
2

2
,
5
6
1
,
2
8
7
,
6
4
9

　
　

　
　

　
　

　
利

益
剰

余
金

合
計

2
,
8
2
8
,
1
4
7
,
2
8
3

3
1
4
,
2
7
3
,
1
4
7

2
,
6
5
1
,
0
2
1

8
,
5
6
7
,
2
5
5
,
9
6
7

1
,
0
8
4
,
3
7
6
,
2
4
3

2
8
,
6
6
0
,
5
0
6
,
8
5
6

4
1
,
4
5
7
,
2
1
0
,
5
1
7

　
　

　
　

　
　

　
純

資
産

合
計

1
1
,
4
4
5
,
0
0
1
,
7
3
9

3
1
4
,
3
3
3
,
3
0
1

5
1
9
,
6
0
9
,
5
8
7

8
3
,
9
8
8
,
5
7
0
,
1
4
9

1
,
0
8
4
,
3
7
6
,
2
4
3

2
8
,
5
9
8
,
1
5
5
,
5
4
1

1
2
5
,
9
5
0
,
0
4
6
,
5
6
0

　
　

　
　

　
　

　
負

債
純

資
産

合
計

2
3
,
6
1
7
,
0
3
1
,
3
3
1

8
8
2
,
5
3
0
,
2
4
6

4
2
,
0
5
1
,
2
4
1
,
5
2
8

1
6
2
,
3
3
0
,
6
7
8
,
9
8
9

6
,
2
4
2
,
5
2
3
,
3
9
8

2
8
,
9
1
7
,
5
8
6
,
2
3
0

△
 
2
,
0
0
1
,
9
3
5
,
7
3
0

2
6
2
,
0
3
9
,
6
5
5
,
9
9
2

（
注

）
独

立
行

政
法

人
固

有
の

会
計

処
理

に
伴

う
勘

定
科

目



行
政

コ
ス

ト
計

算
書

(
単
位
：
円
)

勘
定
区
分

Ⅰ
　

損
益

計
算

書
上

の
費

用

　
　

　
業

務
費

1
9
,
8
8
1
,
0
3
6
,
4
4
5

5
6
8
,
4
0
3
,
8
4
9

3
2
,
4
4
5
,
7
3
7
,
6
0
4

4
9
,
8
4
9
,
4
0
3
,
2
4
1

1
,
7
6
7
,
1
7
0
,
6
4
3

8
7
1
,
9
8
5
,
7
3
5

1
0
5
,
3
8
3
,
7
3
7
,
5
1
7

　
　

　
一

般
管

理
費

7
1
7
,
3
6
6
,
3
2
3

1
7
5
,
2
7
5
,
2
7
3

2
4
4
,
8
6
0
,
2
7
7

2
,
8
4
1
,
7
3
9
,
0
2
5

1
5
6
,
0
7
6
,
4
4
4

2
0
,
9
5
3
,
1
8
0

4
,
1
5
6
,
2
7
0
,
5
2
2

　
　

　
財

務
費

用
6
4
,
9
9
6

1
3
3
,
1
5
2
,
6
9
5

1
3
3
,
2
1
7
,
6
9
1

　
　

　
臨

時
損

失
2
7
,
4
6
2
,
2
6
7

8
4
,
0
6
8
,
3
6
1
,
5
6
1

2
6
3
,
2
7
2
,
2
8
5

3
1
5
,
0
2
4
,
3
0
0

4
,
3
7
4
,
1
2
0
,
4
2
4

　
　

　
　

　
損

益
計

算
書

上
の

費
用
合
計

2
0
,
6
2
5
,
8
6
5
,
0
3
5

7
4
3
,
6
7
9
,
1
3
0

3
6
,
7
5
9
,
0
2
4
,
4
3
8

5
3
,
0
8
7
,
5
6
7
,
2
4
6

1
,
9
2
3
,
2
4
7
,
0
9
0

9
0
7
,
9
6
3
,
2
1
5

1
1
4
,
0
4
7
,
3
4
6
,
1
5
4

Ⅱ
　

そ
の

他
行

政
コ

ス
ト

　
　

　
減

価
償

却
相

当
額

（
注

）
1
2
7
,
4
0
4
,
2
9
0

1
7
,
3
9
9

4
,
7
5
2

2
,
1
5
4
,
1
4
6
,
3
0
0

△
 
7
8
,
8
5
4
,
3
3
2

2
,
2
0
2
,
7
1
8
,
4
0
9

　
　

　
減

損
損

失
相

当
額

（
注

）
6
,
3
1
7
,
8
5
1

1
6
,
7
7
4
,
4
8
3

△
 
6
4
5
,
4
1
4
,
4
7
5

△
 
6
2
2
,
3
2
2
,
1
4
1

　
　

　
利

息
費

用
相

当
額

（
注

）
1
9
8
,
0
2
8

△
 
9
,
0
3
3
,
0
5
9

△
 
8
,
8
3
5
,
0
3
1

　
　

　
除

売
却

差
額

相
当

額
（

注
）

5
2
,
2
0
3
,
1
6
5

9
3
,
7
4
4
,
6
3
7

8
1
4
5
,
9
4
7
,
8
1
0

　
　

　
　

　
そ

の
他

行
政

コ
ス

ト
合
計

1
8
5
,
9
2
5
,
3
0
6

1
7
,
3
9
9

4
,
7
5
2

2
,
2
6
4
,
8
6
3
,
4
4
8

△
 
7
3
3
,
3
0
1
,
8
5
8

1
,
7
1
7
,
5
0
9
,
0
4
7

Ⅲ
　

行
政

コ
ス

ト
2
0
,
8
1
1
,
7
9
0
,
3
4
1

7
4
3
,
6
9
6
,
5
2
9

3
6
,
7
5
9
,
0
2
9
,
1
9
0

5
5
,
3
5
2
,
4
3
0
,
6
9
4

1
,
9
2
3
,
2
4
7
,
0
9
0

1
7
4
,
6
6
1
,
3
5
7

1
1
5
,
7
6
4
,
8
5
5
,
2
0
1

（
注

）
独

立
行

政
法

人
固

有
の

会
計
処
理
に
伴
う
勘
定
科
目

高
齢
・
障
害
者
雇
用

支
援
勘
定

障
害
者
職
業
能
力

開
発
勘
定

法
人
全
体

障
害
者
雇
用

納
付
金
勘
定

職
業
能
力

開
発
勘
定

認
定
特
定
求
職
者

職
業
訓
練
勘
定

宿
舎
等
勘
定

勘
定
間
調
整



損
益

計
算

書
(
単

位
：

円
)

Ｐ
Ｌ

勘
定

区
分

　
　

経
常

費
用

　
　

　
業

務
費

19
,
88
1,
0
36
,4
4
5

56
8
,4
03
,
84
9

32
,4
45
,
73
7,
6
04

49
,8
49
,4
0
3,
24
1

1,
76
7,
1
70
,6
4
3

8
71
,9
8
5,
73
5

1
05
,3
8
3,
73
7
,5
17

　
　

　
　

人
件

費
4,
2
53
,3
1
4,
65
6

31
7,
34
3
,3
93

1,
28
5,
1
75
,9
7
7

18
,
49
9,
1
19
,2
7
1

1
,0
83
,
09
5,
1
27

4
4,
03
6
,1
94

2
5,
48
2
,0
84
,
61
8

　
　

　
　

助
成

金
7,
1
02
,0
1
4,
00
0

7,
10
2,
0
14
,0
0
0

　
　

　
　

支
給

金
28
,
57
0,
0
37
,8
5
0

28
,
57
0,
0
37
,8
5
0

　
　

　
　

納
付

金
等

還
付

金
58
7
,8
03
,
00
0

58
7
,8
03
,
00
0

　
　

　
　

業
務

委
託

費
73
,
93
2,
6
24

5
,6
86
,
20
0

5,
9
38
,2
6
6

37
2
,0
91
,
42
7

4
57
,6
4
8,
51
7

　
　

　
　

減
価

償
却

費
10
1
,5
40
,
65
2

7,
63
0,
3
94

4,
50
7,
79
5

6,
88
5,
9
89
,1
6
2

7,
9
04
,5
3
4

7,
00
7
,5
72
,
53
7

　
　

　
　

賞
与

引
当

金
繰

入
49
1
,8
43
,
21
5

2
9,
70
8
,5
03

13
4,
18
5
,1
37

1,
61
1,
7
86
,9
3
7

1
10
,3
0
6,
94
2

3,
85
3
,3
06

2,
38
1
,6
84
,
04
0

　
　

　
　

退
職

給
付

費
用

43
6
,5
93
,
09
0

4
6,
70
3
,3
55

17
4,
47
4
,6
62

41
7,
64
2,
8
22

△
 
2
0
6
,
4
5
8
,
3
1
1

△
 
5
,
6
6
4
,
3
3
1

86
3
,2
91
,
28
7

　
　

　
　

そ
の

他
の

業
務

費
7,
4
21
,7
9
8,
20
8

16
1,
33
2
,0
04

1,
68
3,
6
14
,9
1
7

22
,
06
2,
7
73
,6
2
2

77
2
,3
22
,
35
1

82
9,
7
60
,5
6
6

3
2,
93
1
,6
01
,
66
8

　
　

　
一

般
管

理
費

71
7
,3
66
,
32
3

17
5,
2
75
,2
7
3

24
4,
86
0
,2
77

2,
84
1,
7
39
,0
2
5

1
56
,0
7
6,
44
4

20
,9
53
,1
8
0

4,
15
6
,2
70
,
52
2

　
　

　
　

人
件

費
29
2
,0
22
,
11
6

2
0,
95
3
,9
19

86
,
30
1,
9
15

1,
28
3,
6
98
,9
6
6

73
,8
48
,
27
9

1,
46
7
,1
14

1,
75
8
,2
92
,
30
9

　
　

　
　

減
価

償
却

費
45
9
,1
80

23
6,
0
52

24
,
88
8

15
7,
9
00
,4
4
2

15
8
,6
20
,
56
2

　
　

　
　

賞
与

引
当

金
繰

入
24
,
30
1,
5
44

2
,2
97
,
76
8

7,
1
73
,3
4
2

10
6
,8
68
,
25
0

6,
14
8,
5
79

7
07
,2
6
6

1
47
,4
9
6,
74
9

　
　

　
　

退
職

給
付

費
用

25
,
41
5,
3
41

2
,8
61
,
91
1

11
,4
84
,
53
7

23
,4
77
,3
9
6

△
 
1
3
,
3
6
2
,
0
8
9

△
 
2
1
6
,
7
4
7

49
,
66
0,
3
49

　
　

　
　

そ
の

他
の

一
般

管
理

費
37
5
,1
68
,
14
2

14
8,
9
25
,6
2
3

13
9,
87
5
,5
95

1,
26
9,
7
93
,9
7
1

89
,4
41
,
67
5

18
,9
95
,5
4
7

2,
04
2
,2
00
,
55
3

　
　

　
財

務
費

用
64
,
99
6

13
3,
1
52
,6
9
5

13
3
,2
17
,
69
1

　
　

　
　

支
払

利
息

64
,
99
6

13
3,
1
52
,6
9
5

13
3
,2
17
,
69
1

　
　

　
　

　
　

　
経

常
費

用
合

計
20
,
59
8,
4
02
,7
6
8

74
3
,6
79
,
12
2

32
,6
90
,
66
2,
8
77

52
,8
24
,2
9
4,
96
1

1,
92
3,
2
47
,0
8
7

8
92
,9
3
8,
91
5

1
09
,6
7
3,
22
5
,7
30

　
　

経
常

収
益

　
　

　
運

営
費

交
付

金
収

益
（

注
）

12
,
96
9,
2
93
,6
0
2

75
6
,9
00
,
74
4

48
,2
12
,0
8
0,
53
8

2,
14
1,
7
79
,0
6
5

64
,0
80
,
05
3,
9
49

　
　

　
　

運
営

費
交

付
金

収
益

12
,
86
7,
0
87
,4
8
4

74
9
,0
34
,
29
1

43
,5
69
,7
2
5,
73
5

2,
13
3,
8
04
,5
2
8

59
,3
19
,
65
2,
0
38

　
　

　
　

資
産

見
返

運
営

費
交

付
金

戻
入

10
2
,2
06
,
11
8

7,
86
6,
4
53

4,
64
2,
3
54
,8
0
3

7,
9
74
,5
3
7

4,
76
0
,4
01
,
91
1

　
　

　
補

助
金

等
収

益
（

注
）

7,
1
02
,0
1
4,
00
0

34
,8
10
,
81
3

7,
13
6,
8
24
,8
1
3

　
　

　
　

補
助

金
等

収
益

7,
1
02
,0
1
4,
00
0

34
,8
10
,
81
3

7,
13
6,
8
24
,8
1
3

　
　

　
納

付
金

収
入

36
,
40
8,
3
30
,0
0
0

36
,
40
8,
3
30
,0
0
0

　
　

　
業

務
収

益
2,
8
33
,3
6
4

52
6,
73
0

21
5,
8
61
,0
0
1

3,
44
5
,5
87
,
27
5

3,
6
64
,8
0
8,
37
0

　
　

　
　

職
業

能
力

開
発

収
益

3,
4
45
,5
8
7,
27
5

3
,4
45
,
58
7,
2
75

　
　

　
　

そ
の

他
の

事
業

収
益

2,
8
33
,3
6
4

52
6,
73
0

21
5,
8
61
,0
0
1

21
9,
2
21
,0
9
5

勘
定

間
調

整
法

人
全

体
高

齢
・

障
害

者
雇

用
支

援
勘

定
障

害
者

職
業

能
力

開
発

勘
定

障
害

者
雇

用
納

付
金

勘
定

職
業

能
力

開
発

勘
定

認
定

特
定

求
職

者
職

業
訓

練
勘

定
宿

舎
等

勘
定



Ｐ
Ｌ

勘
定

区
分

勘
定

間
調

整
法

人
全

体
高

齢
・

障
害

者
雇

用
支

援
勘

定
障

害
者

職
業

能
力

開
発

勘
定

障
害

者
雇

用
納

付
金

勘
定

職
業

能
力

開
発

勘
定

認
定

特
定

求
職

者
職

業
訓

練
勘

定
宿

舎
等

勘
定

　
　

　
受

託
収

益
1,
0
37
,2
0
0

1
,0
37
,
20
0

　
　

　
　

民
間

団
体

等
受

託
収

入
1,
0
37
,2
0
0

1
,0
37
,
20
0

　
　

　
施

設
費

収
益

（
注

）
33
,
47
4,
9
70

80
2
,0
40
,
56
3

8
35
,5
1
5,
53
3

　
　

　
国

庫
納

付
控

除
金

収
益

（
注

）
27
,
48
5,
4
31

27
,4
85
,
43
1

　
　

　
寄

附
金

収
益

（
注

）
17
4
,4
92

1
23
8,
05
6

6,
42
5,
8
60

6,
83
8
,4
09

　
　

　
　

資
産

見
返

寄
附

金
戻

入
17
4
,4
92

1
23
8,
05
6

6,
42
5,
8
60

6,
83
8
,4
09

　
　

　
賞

与
引

当
金

見
返

に
係

る
収

益
（

注
）

51
6
,1
44
,
75
9

3
2,
00
6
,2
71

1,
71
8,
6
55
,1
8
7

1
16
,4
5
5,
52
1

2,
38
3
,2
61
,
73
8

　
　

　
退

職
給

付
引

当
金

見
返

に
係

る
収

益
（

注
）

46
2
,0
08
,
43
1

4
9,
56
5
,2
66

44
1,
12
0,
2
18

△
 
2
1
9
,
8
2
0
,
4
0
0

73
2
,8
73
,
51
5

　
　

　
財

務
収

益
20
,
87
7,
5
87

8
,8
00
,
01
8

29
,9
25
,1
1
9

59
,
60
2,
7
24

　
　

　
　

受
取

利
息

20
,
87
7,
5
87

8
,8
00
,
01
8

29
,9
25
,1
1
9

59
,
60
2,
7
24

　
　

　
貸

倒
引

当
金

戻
入

10
5
,4
38
,
95
1

17
,6
2
4,
01
6

12
3
,0
62
,
96
7

　
　

　
雑

益
32
,
45
7,
9
35

1
,8
89
,
52
8

8,
2
78
,8
4
3

25
1
,0
47
,
88
4

6,
74
3,
1
66

26
,
94
9,
6
64

3
27
,3
6
7,
02
0

　
　

　
　

　
　

　
経

常
収

益
合

計
21
,
11
8,
4
01
,5
5
3

84
0
,8
88
,
54
0

36
,7
59
,
02
4,
4
38

54
,9
21
,6
0
5,
55
6

2,
04
5,
1
57
,3
5
2

1
01
,9
8
4,
23
0

1
15
,7
8
7,
06
1
,6
69

　
　

　
　

　
　

　
経

常
利

益
（

経
常

損
失

（
△

）
）

51
9
,9
98
,
78
5

9
7,
20
9
,4
18

4,
06
8
,3
61
,
56
1

2,
09
7,
3
10
,5
9
5

1
21
,9
1
0,
26
5

△
 
7
9
0
,
9
5
4
,
6
8
5

6,
1
13
,8
3
5,
93
9

　
　

臨
時

損
失

 
 
 
 
 
 
固

定
資

産
売

却
損

1,
3
16
,9
2
9

1
,3
16
,
92
9

　
　

　
固

定
資

産
除

却
損

35
0
,7
78

8
2

26
1,
3
17
,5
3
0

3
26
1
,6
68
,
32
1

　
　

　
国

庫
納

付
金

（
注

）
63
7
,8
26

6
37
,8
2
6

　
　

　
納

付
金

関
係

業
務

引
当

金
繰

入
（

注
）

4,
0
68
,3
6
1,
55
9

4,
0
68
,3
6
1,
55
9

　
　

　
減

損
損

失
27
,
11
1,
4
89

27
,1
11
,
48
9

 
 
 
 
 
 
そ

の
他

の
臨

時
損

失
15
,
02
4,
3
00

15
,0
24
,
30
0

　
　

　
　

　
　

　
臨

時
損

失
合

計
27
,
46
2,
2
67

8
4,
06
8,
36
1
,5
61

26
3
,2
72
,
28
5

3
15
,
02
4,
3
00

4,
37
4,
12
0
,4
24



Ｐ
Ｌ

勘
定

区
分

勘
定

間
調

整
法

人
全

体
高

齢
・

障
害

者
雇

用
支

援
勘

定
障

害
者

職
業

能
力

開
発

勘
定

障
害

者
雇

用
納

付
金

勘
定

職
業

能
力

開
発

勘
定

認
定

特
定

求
職

者
職

業
訓

練
勘

定
宿

舎
等

勘
定

　
　

臨
時

利
益

　
　

　
固

定
資

産
受

贈
益

15
,
59
3,
1
49

1
5,
59
3
,1
49

　
　

　
　

　
　

　
臨

時
利

益
合

計
15
,
59
3,
1
49

1
5,
59
3
,1
49

　
　

当
期

純
利

益
49
2
,5
36
,
51
8

9
7,
20
9
,4
10

0
1,
84
9,
6
31
,4
5
9

1
21
,9
1
0,
26
2

△
 
8
0
5
,
9
7
8
,
9
8
5

1,
7
55
,3
0
8,
66
4

　
　

前
中

期
目

標
期

間
繰

越
積

立
金

取
崩

額
（

注
）

80
5
,9
78
,
98
5

80
5,
97
8
,9
85

　
　

当
期

総
利

益
49
2
,5
36
,
51
8

9
7,
20
9
,4
10

0
1,
84
9,
6
31
,4
5
9

1
21
,9
1
0,
26
2

0
2,
56
1
,2
87
,
64
9

（
注

）
独

立
行

政
法

人
固

有
の

会
計

処
理

に
伴

う
勘

定
科

目



キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
計

算
書

(
単

位
：

円
)

Ｃ
Ｆ

勘
定
区
分

Ⅰ
　
業
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

　
　
業
務
費
及
び
一
般
管
理
費
に
よ
る
支
出

△
 
7
,
7
1
5
,
6
3
3
,
9
2
7

△
 
3
3
2
,
6
8
8
,
5
1
4

△
 
2
,
3
6
9
,
1
0
4
,
3
6
6

△
 
2
3
,
3
4
1
,
0
3
5
,
3
0
1

△
 
8
0
4
,
6
0
1
,
7
3
2

△
 
1
1
8
,
9
7
5
,
0
6
4

△
 
3
4
,
6
8
2
,
0
3
8
,
9
0
4

　
　
人
件
費
支
出

△
 
5
,
5
7
4
,
0
7
3
,
1
6
0

△
 
4
1
8
,
8
3
2
,
7
3
8

△
 
1
,
6
1
4
,
6
7
2
,
9
4
6

△
 
2
3
,
5
3
9
,
0
2
7
,
0
8
5

△
 
1
,
3
5
1
,
3
3
2
,
5
9
9

△
 
5
9
,
3
9
9
,
3
8
6

△
 
3
2
,
5
5
7
,
3
3
7
,
9
1
4

　
　
助
成
金
支
出

△
 
7
,
1
0
4
,
4
1
4
,
0
0
0

△
 
7
,
1
0
4
,
4
1
4
,
0
0
0

　
　
支
給
金
支
出

△
 
2
8
,
5
7
0
,
0
3
7
,
8
5
0

△
 
2
8
,
5
7
0
,
0
3
7
,
8
5
0

　
　
そ
の
他
預
り
金
支
出

△
 
4
,
8
2
6
,
7
8
3

△
 
3
0
4
,
3
5
0
,
2
0
9

△
 
6
,
0
6
6
,
6
4
0

△
 
3
1
5
,
2
4
3
,
6
3
2

　
　
納
付
金
収
入

3
6
,
7
7
7
,
6
1
7
,
1
4
5

3
6
,
7
7
7
,
6
1
7
,
1
4
5

　
　
運
営
費
交
付
金
収
入

1
3
,
6
8
6
,
1
0
7
,
0
0
0

8
6
7
,
9
6
4
,
0
0
0

5
0
,
9
6
9
,
6
8
7
,
0
0
0

2
,
4
4
1
,
8
4
0
,
0
0
0

6
7
,
9
6
5
,
5
9
8
,
0
0
0

　
　
受
託
収
入

1
,
0
3
7
,
2
0
0

1
,
0
3
7
,
2
0
0

　
　
補
助
金
等
収
入

8
,
0
7
1
,
5
2
2
,
0
0
0

2
5
,
3
3
4
,
8
9
8

8
,
0
9
6
,
8
5
6
,
8
9
8

　
　
補
助
金
等
の
精
算
に
よ
る
返
還
金
の
支
出

△
 
2
,
4
1
6
,
9
1
8
,
0
0
0

△
 
2
,
4
1
6
,
9
1
8
,
0
0
0

　
　
業
務
収
入

3
,
4
3
2
,
4
0
4
,
2
4
7

1
7
,
6
0
9
,
0
1
6

3
,
4
5
0
,
0
1
3
,
2
6
3

　
　
そ
の
他
預
り
金
収
入

3
,
7
4
9
,
2
8
3

2
9
4
,
4
0
4
,
8
6
6

2
1
6
,
3
6
0

2
9
8
,
3
7
0
,
5
0
9

　
　
そ
の
他
業
務
収
入

3
6
,
5
0
2
,
1
7
4

5
2
9
,
1
6
0

2
1
8
,
9
7
0
,
7
9
8

2
4
4
,
1
5
9
,
9
6
7

7
,
4
3
6
,
8
9
0

1
8
,
8
5
5
,
6
4
0

5
2
6
,
4
5
4
,
6
2
9

　
　
　
　
　
　
小
計

△
 
1
,
0
1
7
,
9
8
5
,
4
1
3

1
1
6
,
9
7
1
,
9
0
8

4
,
4
4
2
,
7
7
2
,
7
8
1

7
,
7
8
2
,
6
1
5
,
5
8
3

2
9
3
,
3
4
2
,
5
5
9

△
 
1
4
7
,
7
6
0
,
0
7
4

1
1
,
4
6
9
,
9
5
7
,
3
4
4

　
　
利
息
の
受
取
額

2
3
,
1
1
0
,
5
7
2

1
8

2
9
,
0
3
0
,
8
3
5

5
2
,
1
4
1
,
4
2
5

　
　
利
息
の
支
払
額

△
 
6
4
,
9
9
6

△
 
1
2
9
,
1
8
9
,
0
0
3

△
 
1
2
9
,
2
5
3
,
9
9
9

　
　
損
害
賠
償
金
の
支
払
額

△
 
1
2
,
3
8
4
,
3
0
0

△
 
1
2
,
3
8
4
,
3
0
0

　
　
業
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

△
 
1
,
0
1
7
,
9
8
5
,
4
1
3

1
1
6
,
9
7
1
,
9
0
8

4
,
4
6
5
,
8
1
8
,
3
5
7

7
,
6
5
3
,
4
2
6
,
5
9
8

2
9
3
,
3
4
2
,
5
5
9

△
 
1
3
1
,
1
1
3
,
5
3
9

1
1
,
3
8
0
,
4
6
0
,
4
7
0

Ⅱ
　
投
資
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

　
　
有
形
固
定
資
産
の
取
得
に
よ
る
支
出

△
 
5
7
1
,
8
9
1
,
1
3
1

△
 
9
,
7
0
1
,
1
3
0

△
 
1
,
1
4
9
,
5
0
0

△
 
6
,
4
2
8
,
8
9
5
,
5
5
8

△
 
6
,
8
9
4
,
0
7
3

△
 
7
,
0
1
8
,
5
3
1
,
3
9
2

　
　
有
形
固
定
資
産
の
売
却
に
よ
る
収
入

9
,
6
0
0
,
0
0
0

1
6
6
,
6
9
3
,
0
0
0

2
6
,
7
8
0
,
8
0
1

2
0
3
,
0
7
3
,
8
0
1

　
　
敷
金
の
差
入
に
よ
る
支
出

△
 
1
1
,
3
2
3
,
4
0
5

△
 
3
3
6
,
0
0
0

△
 
1
1
,
6
5
9
,
4
0
5

　
　
敷
金
の
回
収
に
よ
る
収
入

9
4
4
,
0
1
5

1
,
1
3
8
,
9
3
0

7
0
,
0
0
0

2
,
1
5
2
,
9
4
5

　
　
施
設
費
に
よ
る
収
入

2
0
0
,
9
2
1
,
5
1
3

3
,
8
0
3
,
5
2
1
,
7
0
2

4
,
0
0
4
,
4
4
3
,
2
1
5

　
　
定
期
預
金
の
預
入
に
よ
る
支
出

△
 
1
2
,
0
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

△
 
2
3
,
0
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

△
 
3
5
,
0
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

　
　
定
期
預
金
の
払
戻
に
よ
る
収
入

2
0
,
0
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

1
3
,
0
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

3
3
,
0
0
0
,
0
0
0
,
0
0
0

　
　
資
産
除
去
債
務
の
履
行
に
よ
る
支
出

△
 
1
,
0
9
9
,
5
3
3
,
4
2
4

△
 
1
,
0
9
9
,
5
3
3
,
4
2
4

　
　
投
資
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

△
 
3
7
1
,
7
4
9
,
0
0
8

△
 
9
,
7
0
1
,
1
3
0

7
,
9
9
8
,
8
5
0
,
5
0
0

△
 
2
,
4
5
7
,
8
7
7
,
9
2
6

△
 
6
,
8
2
4
,
0
7
3

△
 
1
1
,
0
7
2
,
7
5
2
,
6
2
3

△
 
5
,
9
2
0
,
0
5
4
,
2
6
0

障
害

者
職

業
能

力
開

発
勘

定
障

害
者

雇
用

納
付

金
勘

定
職

業
能

力
開

発
勘

定
宿

舎
等

勘
定

高
齢

・
障

害
者

雇
用

支
援

勘
定

認
定

特
定

求
職

者
職

業
訓

練
勘

定
法

人
全

体



Ｃ
Ｆ

勘
定
区
分

障
害

者
職

業
能

力
開

発
勘

定
障

害
者

雇
用

納
付

金
勘

定
職

業
能

力
開

発
勘

定
宿

舎
等

勘
定

高
齢

・
障

害
者

雇
用

支
援

勘
定

認
定

特
定

求
職

者
職

業
訓

練
勘

定
法

人
全

体

Ⅲ
　
財

務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

　
　
不

要
財
産
に
係
る
国
庫
納
付
等
に
よ
る
支
出

△
 
4
4
,
3
9
8
,
5
6
6

△
 
4
4
,
3
9
8
,
5
6
6

　
　
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
債
務
の
返
済
に
よ
る
支
出

△
 
1
7
1
,
4
3
7

△
 
3
,
5
0
1
,
9
5
9

△
 
2
,
5
9
4
,
1
9
1
,
8
9
6

△
 
2
,
5
9
7
,
8
6
5
,
2
9
2

　
　
地
方
公
共
団
体
出
資
金
の
払
戻
に
よ
る
支
出

△
 
1
0
9
,
5
4
2

△
 
1
0
9
,
5
4
2

　
　
財
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

△
 
1
7
1
,
4
3
7

△
 
3
,
5
0
1
,
9
5
9

△
 
2
,
6
3
8
,
7
0
0
,
0
0
4

△
 
2
,
6
4
2
,
3
7
3
,
4
0
0

Ⅳ
　
資
金
増
加
額
（
又
は
減
少
額
（
△
）
）

△
 
1
,
3
8
9
,
9
0
5
,
8
5
8

1
0
7
,
2
7
0
,
7
7
8

1
2
,
4
6
1
,
1
6
6
,
8
9
8

2
,
5
5
6
,
8
4
8
,
6
6
8

2
8
6
,
5
1
8
,
4
8
6

△
 
1
1
,
2
0
3
,
8
6
6
,
1
6
2

2
,
8
1
8
,
0
3
2
,
8
1
0

Ⅴ
　
資
金
期
首
残
高

8
,
3
8
1
,
2
3
1
,
1
0
9

3
3
5
,
0
2
9
,
8
9
1

1
3
,
4
2
9
,
4
1
5
,
7
1
8

6
,
0
1
8
,
2
5
7
,
4
9
3

2
,
1
0
5
,
2
5
5
,
0
5
0

1
7
,
0
6
2
,
4
7
8
,
2
2
1

4
7
,
3
3
1
,
6
6
7
,
4
8
2

Ⅵ
　
資
金
期
末
残
高

6
,
9
9
1
,
3
2
5
,
2
5
1

4
4
2
,
3
0
0
,
6
6
9

2
5
,
8
9
0
,
5
8
2
,
6
1
6

8
,
5
7
5
,
1
0
6
,
1
6
1

2
,
3
9
1
,
7
7
3
,
5
3
6

5
,
8
5
8
,
6
1
2
,
0
5
9

5
0
,
1
4
9
,
7
0
0
,
2
9
2



（
単
位
：
円
）

Ⅰ
当
期
未
処
分
利
益

当
期
総
利
益

Ⅱ
利
益
処
分
額

積
立
金

１
４
．
勘
定
別
の
利
益
の
処
分
又
は
損
失
の
処
理
に
関
す
る
書
類

科
　
　
　
目

高
齢
・
障
害
者

雇
用
支
援
勘
定

障
害
者
職
業

能
力
開
発
勘
定

障
害
者
雇
用

納
付
金
勘
定

職
業
能
力

開
発
勘
定

認
定
特
定
求
職
者

職
業
訓
練
勘
定

宿
舎
等
勘
定

法
人
全
体

2
,
5
6
1
,
2
8
7
,
6
4
9

4
9
2
,
5
3
6
,
5
1
8

9
7
,
2
0
9
,
4
1
0

0
1
,
8
4
9
,
6
3
1
,
4
5
9

1
2
1
,
9
1
0
,
2
6
2

0
2
,
5
6
1
,
2
8
7
,
6
4
9

4
9
2
,
5
3
6
,
5
1
8

9
7
,
2
0
9
,
4
1
0

0
1
,
8
4
9
,
6
3
1
,
4
5
9

1
2
1
,
9
1
0
,
2
6
2

0

2
,
5
6
1
,
2
8
7
,
6
4
9

4
9
2
,
5
3
6
,
5
1
8

9
7
,
2
0
9
,
4
1
0

0
1
,
8
4
9
,
6
3
1
,
4
5
9

1
2
1
,
9
1
0
,
2
6
2

0
2
,
5
6
1
,
2
8
7
,
6
4
9

4
9
2
,
5
3
6
,
5
1
8

9
7
,
2
0
9
,
4
1
0

0
1
,
8
4
9
,
6
3
1
,
4
5
9

1
2
1
,
9
1
0
,
2
6
2

0



相
殺

消
去

さ
れ

た
勘

定
相

互
間

の
債

権
と

債
務

（
単

位
：

円
）

未
収

金

合
計

2
,
0
0
1
,
9
3
5
,
7
3
0

合
計

2
,
0
0
1
,
9
3
5
,
7
3
0

小
計

1
0
,
6
6
1
,
4
4
1

小
計

1
0
,
6
6
1
,
4
4
1

宿
舎

等
勘

定
未

収
消

費
税

等
7
,
8
3
6
,
5
2
9

認
定

特
定

求
職

者
職

業
訓

練
勘

定
未

収
消

費
税

等
8
5
,
1
4
9

職
業

能
力

開
発

勘
定

未
払

消
費

税
等

1
0
,
6
5
9
,
7
4
7
障

害
者

雇
用

納
付

金
勘

定
未

収
消

費
税

等
9
8
,
7
6
7

障
害

者
職

業
能

力
開

発
勘

定
未

払
消

費
税

等
1
,
6
9
4
高

齢
・

障
害

者
雇

用
支

援
勘

定
未

収
消

費
税

等
2
,
6
4
0
,
9
9
6

消
費

税
額

の
相

殺

小
計

1
,
9
3
3
,
3
7
0
,
0
2
3

小
計

1
,
9
3
3
,
3
7
0
,
0
2
3

認
定

特
定
求
職
者
職
業

訓
練

勘
定

未
払

金
3
9
4
,
1
4
6
,
9
3
1

宿
舎

等
勘

定
未

払
金

6
,
9
5
5
,
9
3
3

障
害

者
雇

用
納

付
金

勘
定

未
払

金
2
6
3
,
7
7
0
,
9
4
6

障
害

者
職

業
能

力
開

発
勘

定
未

払
金

4
9
,
6
1
2
,
7
1
2

高
齢
・
障
害
者
雇
用

支
援

勘
定

未
払

金
1
,
2
1
8
,
8
8
3
,
5
0
1
職

業
能

力
開

発
勘

定
1
,
9
3
3
,
3
7
0
,
0
2
3

共
通

経
費

の
配

賦

小
計

5
7
,
9
0
4
,
2
6
6

小
計

5
7
,
9
0
4
,
2
6
6

宿
舎

等
勘

定
未

払
金

1
,
5
5
2
,
9
3
4
職

業
能

力
開

発
勘

定
未

収
金

4
7
,
0
6
0
,
2
8
5

認
定

特
定
求
職
者
職
業

訓
練

勘
定

未
払

金
5
,
9
1
3
,
2
3
6
障

害
者

雇
用

納
付

金
勘

定
未

収
金

1
0
,
2
7
8
,
3
7
3

職
業

能
力

開
発

勘
定

未
払

金
2
,
3
5
4
障

害
者

職
業

能
力

開
発

勘
定

未
収

金
5
6
3
,
2
5
4

高
齢
・
障
害
者
雇
用

支
援

勘
定

未
払

金
5
0
,
4
3
5
,
7
4
2
高

齢
・

障
害

者
雇

用
支

援
勘

定
未

収
金

2
,
3
5
4

1
5
．

勘
定

相
互

間
の

相
殺

消
去

の
明

細

債
務

の
相

殺
額

債
権

の
相

殺
額

勘
定

名
費

目
金

額
勘

定
名

費
目

金
額



(
 
単
位
 
：
円
 
）

高
齢

者
雇

用
支

援
事

業
障

害
者

雇
用

支
援

事
業

障
害

者
職

業
能

力
開

発
事

業
障

害
者

雇
用

納
付

金
事

業
職

業
能

力
開

発
事

業
認

定
特

定
求
職
者

職
業
訓
練
事
業

宿
舎
等
事
業

計
法
人
共
通

法
人
全
体

Ⅰ
行

政
コ

ス
ト

　
　

損
益

計
算

書
上

の
費

用
合

計
1
1
,
0
2
5
,
9
9
8
,
2
3
3

 
8
,
8
8
2
,
5
0
0
,
4
7
9

 
7
4
3
,
6
7
9
,
1
3
0

 
3
6
,
7
5
9
,
0
2
4
,
4
3
8

 
5
3
,
0
8
7
,
5
6
7
,
2
4
6

 
1
,
9
2
3
,
2
4
7
,
0
9
0

 
9
0
7
,
9
6
3
,
2
1
5

 
1
1
3
,
3
2
9
,
9
7
9
,
8
3
1

 
7
1
7
,
3
6
6
,
3
2
3

 
1
1
4
,
0
4
7
,
3
4
6
,
1
5
4

 

　
　

そ
の

他
行

政
コ

ス
ト

　
　

　
減

価
償

却
相

当
額

-
 

1
2
7
,
4
0
4
,
2
9
0

 
1
7
,
3
9
9

 
4
,
7
5
2

 
2
,
1
5
4
,
1
4
6
,
3
0
0

 
-

 
△
7
8
,
8
5
4
,
3
3
2

 
2
,
2
0
2
,
7
1
8
,
4
0
9

 
-

2
,
2
0
2
,
7
1
8
,
4
0
9

 

　
　

　
減

損
損

失
相

当
額

-
 

6
,
3
1
7
,
8
5
1

 
-

 
-

 
1
6
,
7
7
4
,
4
8
3

 
-

 
△
6
4
5
,
4
1
4
,
4
7
5

 
△
6
2
2
,
3
2
2
,
1
4
1

 
-

△
6
2
2
,
3
2
2
,
1
4
1

 

　
　

　
利

息
費

用
相

当
額

-
 

-
 

-
 

-
 

1
9
8
,
0
2
8

 
-

 
△
9
,
0
3
3
,
0
5
9

 
△
8
,
8
3
5
,
0
3
1

 
-

△
8
,
8
3
5
,
0
3
1

 

　
　

　
除

売
却

差
額

相
当

額
-

 
5
2
,
2
0
3
,
1
6
5

 
-

 
-

 
9
3
,
7
4
4
,
6
3
7

 
-

 
8

 
1
4
5
,
9
4
7
,
8
1
0

 
-

1
4
5
,
9
4
7
,
8
1
0

 

　
　

そ
の

他
行

政
コ

ス
ト

合
計

-
1
8
5
,
9
2
5
,
3
0
6

 
1
7
,
3
9
9

 
4
,
7
5
2

 
2
,
2
6
4
,
8
6
3
,
4
4
8

 
-

△
7
3
3
,
3
0
1
,
8
5
8

 
1
,
7
1
7
,
5
0
9
,
0
4
7

 
-

1
,
7
1
7
,
5
0
9
,
0
4
7

 

行
政

コ
ス

ト
1
1
,
0
2
5
,
9
9
8
,
2
3
3

 
9
,
0
6
8
,
4
2
5
,
7
8
5

 
7
4
3
,
6
9
6
,
5
2
9

 
3
6
,
7
5
9
,
0
2
9
,
1
9
0

 
5
5
,
3
5
2
,
4
3
0
,
6
9
4

 
1
,
9
2
3
,
2
4
7
,
0
9
0

 
1
7
4
,
6
6
1
,
3
5
7

 
1
1
5
,
0
4
7
,
4
8
8
,
8
7
8

 
7
1
7
,
3
6
6
,
3
2
3

 
1
1
5
,
7
6
4
,
8
5
5
,
2
0
1

 

Ⅱ
独

立
行

政
法

人
の

業
務

運
営

に
関

し
て

　
　

国
民

の
負

担
に
帰

せ
ら

れ
る

コ
ス

ト
1
1
,
0
2
6
,
9
9
7
,
5
4
2

 
9
,
2
6
2
,
3
7
8
,
0
2
2

 
9
2
5
,
7
9
4
,
6
3
9

 
△

4
,
0
6
2
,
3
6
2
,
8
5
8

 
5
1
,
8
3
6
,
5
6
9
,
4
1
3

 
1
,
9
1
6
,
8
7
2
,
8
0
1

 
1
0
0
,
6
1
3
,
3
7
6

 
7
1
,
0
0
6
,
8
6
2
,
9
3
5

 
7
1
7
,
3
6
6
,
3
2
3

 
7
1
,
7
2
4
,
2
2
9
,
2
5
8

 

Ⅲ
事

業
費

用
、

事
業

収
益

及
び

事
業

損
益

　
　

　
事

業
費

用

　
　

　
　

人
件

費
8
2
2
,
4
2
1
,
7
6
5

 
3
,
4
3
0
,
8
9
2
,
8
9
1

 
3
1
7
,
3
4
3
,
3
9
3

 
1
,
2
8
5
,
1
7
5
,
9
7
7

 
1
8
,
4
9
9
,
1
1
9
,
2
7
1

 
1
,
0
8
3
,
0
9
5
,
1
2
7

 
4
4
,
0
3
6
,
1
9
4

 
2
5
,
4
8
2
,
0
8
4
,
6
1
8

 
-

2
5
,
4
8
2
,
0
8
4
,
6
1
8

 

　
　

　
　

助
成

金
7
,
1
0
2
,
0
1
4
,
0
0
0

 
-

 
-

 
-

 
-

 
-

 
-

 
7
,
1
0
2
,
0
1
4
,
0
0
0

 
-

7
,
1
0
2
,
0
1
4
,
0
0
0

 

　
　

　
　

支
給

金
-

 
-

 
-

 
2
8
,
5
7
0
,
0
3
7
,
8
5
0

 
-

 
-

 
-

 
2
8
,
5
7
0
,
0
3
7
,
8
5
0

 
-

2
8
,
5
7
0
,
0
3
7
,
8
5
0

 

　
　

　
　

納
付

金
等

還
付

金
-

 
-

 
-

 
5
8
7
,
8
0
3
,
0
0
0

 
-

 
-

 
-

 
5
8
7
,
8
0
3
,
0
0
0

 
-

5
8
7
,
8
0
3
,
0
0
0

 

　
　

　
　

業
務

委
託

費
6
8
,
5
4
4
,
2
2
4

 
5
,
3
8
8
,
4
0
0

 
5
,
6
8
6
,
2
0
0

 
5
,
9
3
8
,
2
6
6

 
3
7
2
,
0
9
1
,
4
2
7

 
-

 
-

 
4
5
7
,
6
4
8
,
5
1
7

 
-

4
5
7
,
6
4
8
,
5
1
7

 

　
　

　
　

減
価

償
却

費
1
9
,
1
6
8
,
8
9
2

 
8
2
,
3
7
1
,
7
6
0

 
7
,
6
3
0
,
3
9
4

 
4
,
5
0
7
,
7
9
5

 
6
,
8
8
5
,
9
8
9
,
1
6
2

 
7
,
9
0
4
,
5
3
4

 
-

 
7
,
0
0
7
,
5
7
2
,
5
3
7

 
-

7
,
0
0
7
,
5
7
2
,
5
3
7

 

　
　

　
　

賞
与

引
当

金
繰

入
1
0
5
,
2
7
5
,
4
1
3

 
3
8
6
,
5
6
7
,
8
0
2

 
2
9
,
7
0
8
,
5
0
3

 
1
3
4
,
1
8
5
,
1
3
7

 
1
,
6
1
1
,
7
8
6
,
9
3
7

 
1
1
0
,
3
0
6
,
9
4
2

 
3
,
8
5
3
,
3
0
6

 
2
,
3
8
1
,
6
8
4
,
0
4
0

 
-

2
,
3
8
1
,
6
8
4
,
0
4
0

 

　
　

　
　

退
職

給
付

費
用

9
0
,
5
3
7
,
7
5
5

 
3
4
6
,
0
5
5
,
3
3
5

 
4
6
,
7
0
3
,
3
5
5

 
1
7
4
,
4
7
4
,
6
6
2

 
4
1
7
,
6
4
2
,
8
2
2

 
△

2
0
6
,
4
5
8
,
3
1
1

 
△
5
,
6
6
4
,
3
3
1

 
8
6
3
,
2
9
1
,
2
8
7

 
-

8
6
3
,
2
9
1
,
2
8
7

 

　
　

　
　

そ
の

他
の

業
務

費
2
,
8
1
8
,
0
2
6
,
6
6
0

 
4
,
6
0
3
,
7
7
1
,
5
4
8

 
1
6
1
,
3
3
2
,
0
0
4

 
1
,
6
8
3
,
6
1
4
,
9
1
7

 
2
2
,
0
6
2
,
7
7
3
,
6
2
2

 
7
7
2
,
3
2
2
,
3
5
1

 
8
2
9
,
7
6
0
,
5
6
6

 
3
2
,
9
3
1
,
6
0
1
,
6
6
8

 
-

3
2
,
9
3
1
,
6
0
1
,
6
6
8

 

　
　

　
一

般
管

理
費

　
　

　
　

人
件

費
-

 
-

 
2
0
,
9
5
3
,
9
1
9

 
8
6
,
3
0
1
,
9
1
5

 
1
,
2
8
3
,
6
9
8
,
9
6
6

 
7
3
,
8
4
8
,
2
7
9

 
1
,
4
6
7
,
1
1
4

 
1
,
4
6
6
,
2
7
0
,
1
9
3

 
2
9
2
,
0
2
2
,
1
1
6

 
1
,
7
5
8
,
2
9
2
,
3
0
9

 

　
　

　
　

減
価

償
却

費
-

 
-

 
2
3
6
,
0
5
2

 
2
4
,
8
8
8

 
1
5
7
,
9
0
0
,
4
4
2

 
-

 
-

 
1
5
8
,
1
6
1
,
3
8
2

 
4
5
9
,
1
8
0

 
1
5
8
,
6
2
0
,
5
6
2

 

　
　

　
　

賞
与

引
当

金
繰

入
-

 
-

 
2
,
2
9
7
,
7
6
8

 
7
,
1
7
3
,
3
4
2

 
1
0
6
,
8
6
8
,
2
5
0

 
6
,
1
4
8
,
5
7
9

 
7
0
7
,
2
6
6

 
1
2
3
,
1
9
5
,
2
0
5

 
2
4
,
3
0
1
,
5
4
4

 
1
4
7
,
4
9
6
,
7
4
9

 

　
　

　
　

退
職

給
付

費
用

-
 

-
 

2
,
8
6
1
,
9
1
1

 
1
1
,
4
8
4
,
5
3
7

 
2
3
,
4
7
7
,
3
9
6

 
△

1
3
,
3
6
2
,
0
8
9

 
△
2
1
6
,
7
4
7

 
2
4
,
2
4
5
,
0
0
8

 
2
5
,
4
1
5
,
3
4
1

 
4
9
,
6
6
0
,
3
4
9

 

　
　

　
　

そ
の

他
の

一
般

管
理

費
-

 
-

 
1
4
8
,
9
2
5
,
6
2
3

 
1
3
9
,
8
7
5
,
5
9
5

 
1
,
2
6
9
,
7
9
3
,
9
7
1

 
8
9
,
4
4
1
,
6
7
5

 
1
8
,
9
9
5
,
5
4
7

 
1
,
6
6
7
,
0
3
2
,
4
1
1

 
3
7
5
,
1
6
8
,
1
4
2

 
2
,
0
4
2
,
2
0
0
,
5
5
3

 

　
　

　
財

務
費

用
-

 
-

 
-

 
6
4
,
9
9
6

 
1
3
3
,
1
5
2
,
6
9
5

 
-

 
-

 
1
3
3
,
2
1
7
,
6
9
1

 
-

1
3
3
,
2
1
7
,
6
9
1

 

計
1
1
,
0
2
5
,
9
8
8
,
7
0
9

 
8
,
8
5
5
,
0
4
7
,
7
3
6

 
7
4
3
,
6
7
9
,
1
2
2

 
3
2
,
6
9
0
,
6
6
2
,
8
7
7

 
5
2
,
8
2
4
,
2
9
4
,
9
6
1

 
1
,
9
2
3
,
2
4
7
,
0
8
7

 
8
9
2
,
9
3
8
,
9
1
5

 
1
0
8
,
9
5
5
,
8
5
9
,
4
0
7

 
7
1
7
,
3
6
6
,
3
2
3

 
1
0
9
,
6
7
3
,
2
2
5
,
7
3
0

 

　
　

事
業

収
益

　
　

　
運

営
費

交
付

金
収

益
3
,
9
0
1
,
7
3
1
,
1
3
6

 
8
,
3
2
6
,
3
6
9
,
4
3
6

 
7
5
6
,
9
0
0
,
7
4
4

 
-

 
4
8
,
2
1
2
,
0
8
0
,
5
3
8

 
2
,
1
4
1
,
7
7
9
,
0
6
5

 
-

 
6
3
,
3
3
8
,
8
6
0
,
9
1
9

 
7
4
1
,
1
9
3
,
0
3
0

 
6
4
,
0
8
0
,
0
5
3
,
9
4
9

 

　
　

　
補

助
金

等
収

益
7
,
1
0
2
,
0
1
4
,
0
0
0

 
-

 
-

 
-

 
3
4
,
8
1
0
,
8
1
3

 
-

 
-

 
7
,
1
3
6
,
8
2
4
,
8
1
3

 
-

7
,
1
3
6
,
8
2
4
,
8
1
3

 

　
　

　
納

付
金

収
入

-
 

-
 

-
 

3
6
,
4
0
8
,
3
3
0
,
0
0
0

 
-

 
-

 
-

 
3
6
,
4
0
8
,
3
3
0
,
0
0
0

 
-

3
6
,
4
0
8
,
3
3
0
,
0
0
0

 

　
　

　
業

務
収

益
2
8
,
5
2
0

 
2
,
8
0
4
,
8
4
4

 
5
2
6
,
7
3
0

 
2
1
5
,
8
6
1
,
0
0
1

 
3
,
4
4
5
,
5
8
7
,
2
7
5

 
-

 
-

 
3
,
6
6
4
,
8
0
8
,
3
7
0

 
-

3
,
6
6
4
,
8
0
8
,
3
7
0

 

　
　

　
受

託
収

益
-

 
-

 
-

 
-

 
1
,
0
3
7
,
2
0
0

 
-

 
-

 
1
,
0
3
7
,
2
0
0

 
-

1
,
0
3
7
,
2
0
0

 

　
　

　
施

設
費

収
益

-
 

3
3
,
4
7
4
,
9
7
0

 
-

 
-

 
8
0
2
,
0
4
0
,
5
6
3

 
-

 
-

 
8
3
5
,
5
1
5
,
5
3
3

 
-

8
3
5
,
5
1
5
,
5
3
3

 

　
　

　
国

庫
納

付
控

除
金

収
益

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

2
7
,
4
8
5
,
4
3
1

 
2
7
,
4
8
5
,
4
3
1

 
-

2
7
,
4
8
5
,
4
3
1

 

　
　

　
寄

附
金

収
益

1
7
4
,
4
9
2

 
-

 
1

 
2
3
8
,
0
5
6

 
6
,
4
2
5
,
8
6
0

 
-

 
-

 
6
,
8
3
8
,
4
0
9

 
-

6
,
8
3
8
,
4
0
9

 

　
　

　
賞

与
引

当
金

見
返

に
係

る
収

益
1
0
5
,
2
7
5
,
4
1
3

 
3
8
6
,
5
6
7
,
8
0
2

 
3
2
,
0
0
6
,
2
7
1

 
-

 
1
,
7
1
8
,
6
5
5
,
1
8
7

 
1
1
6
,
4
5
5
,
5
2
1

 
-

 
2
,
3
5
8
,
9
6
0
,
1
9
4

 
2
4
,
3
0
1
,
5
4
4

 
2
,
3
8
3
,
2
6
1
,
7
3
8

 

　
　

　
退

職
給

付
引

当
金

見
返

に
係

る
収

益
9
0
,
5
3
7
,
7
5
5

 
3
4
6
,
0
5
5
,
3
3
5

 
4
9
,
5
6
5
,
2
6
6

 
-

 
4
4
1
,
1
2
0
,
2
1
8

 
△

2
1
9
,
8
2
0
,
4
0
0

 
-

 
7
0
7
,
4
5
8
,
1
7
4

 
2
5
,
4
1
5
,
3
4
1

 
7
3
2
,
8
7
3
,
5
1
5

 

　
　

　
財

務
収

益
-

 
-

 
-

 
2
0
,
8
7
7
,
5
8
7

 
8
,
8
0
0
,
0
1
8

 
-

 
2
9
,
9
2
5
,
1
1
9

 
5
9
,
6
0
2
,
7
2
4

 
-

5
9
,
6
0
2
,
7
2
4

 

　
　

　
貸

倒
引

当
金

戻
入

-
 

-
 

-
 

1
0
5
,
4
3
8
,
9
5
1

 
-

 
-

 
1
7
,
6
2
4
,
0
1
6

 
1
2
3
,
0
6
2
,
9
6
7

 
-

1
2
3
,
0
6
2
,
9
6
7

 

　
　

　
雑

益
1
,
7
4
8
,
1
5
5

 
9
,
9
2
3
,
5
0
9

 
1
,
8
8
9
,
5
2
8

 
8
,
2
7
8
,
8
4
3

 
2
5
1
,
0
4
7
,
8
8
4

 
6
,
7
4
3
,
1
6
6

 
2
6
,
9
4
9
,
6
6
4

 
3
0
6
,
5
8
0
,
7
4
9

 
2
0
,
7
8
6
,
2
7
1

 
3
2
7
,
3
6
7
,
0
2
0

 

計
1
1
,
2
0
1
,
5
0
9
,
4
7
1

 
9
,
1
0
5
,
1
9
5
,
8
9
6

 
8
4
0
,
8
8
8
,
5
4
0

 
3
6
,
7
5
9
,
0
2
4
,
4
3
8

 
5
4
,
9
2
1
,
6
0
5
,
5
5
6

 
2
,
0
4
5
,
1
5
7
,
3
5
2

 
1
0
1
,
9
8
4
,
2
3
0

 
1
1
4
,
9
7
5
,
3
6
5
,
4
8
3

 
8
1
1
,
6
9
6
,
1
8
6

 
1
1
5
,
7
8
7
,
0
6
1
,
6
6
9

 

　
　

事
業

損
益

1
7
5
,
5
2
0
,
7
6
2

 
2
5
0
,
1
4
8
,
1
6
0

 
9
7
,
2
0
9
,
4
1
8

 
4
,
0
6
8
,
3
6
1
,
5
6
1

 
2
,
0
9
7
,
3
1
0
,
5
9
5

 
1
2
1
,
9
1
0
,
2
6
5

 
△
7
9
0
,
9
5
4
,
6
8
5

 
6
,
0
1
9
,
5
0
6
,
0
7
6

 
9
4
,
3
2
9
,
8
6
3

 
6
,
1
1
3
,
8
3
5
,
9
3
9

 

１
６

．
開

示
す

べ
き

セ
グ

メ
ン

ト
情

報



高
齢

者
雇

用
支

援
事

業
障

害
者

雇
用

支
援

事
業

障
害

者
職

業
能

力
開

発
事

業
障

害
者

雇
用

納
付

金
事

業
職

業
能

力
開

発
事

業
認

定
特
定
求
職
者

職
業

訓
練
事
業

宿
舎
等
事
業

計
法
人
共
通

法
人
全
体

Ⅳ
臨

時
損

益
等

　
　

臨
時

損
失

　
　

　
固

定
資

産
売

却
損

-
 

-
 

-
 

-
 

1
,
3
1
6
,
9
2
9

 
-

 
-

 
1
,
3
1
6
,
9
2
9

 
-

1
,
3
1
6
,
9
2
9

 

　
　

　
固

定
資

産
除

却
損

9
,
5
2
4

 
3
4
1
,
2
5
4

 
8

 
2

 
2
6
1
,
3
1
7
,
5
3
0

 
3

 
-

 
2
6
1
,
6
6
8
,
3
2
1

 
-

2
6
1
,
6
6
8
,
3
2
1

 

　
　

　
国

庫
納

付
金

-
 

-
 

-
 

-
 

6
3
7
,
8
2
6

 
-

 
-

 
6
3
7
,
8
2
6

 
-

6
3
7
,
8
2
6

 

　
　

　
納

付
金

関
係

業
務

引
当

金
繰

入
-

 
-

 
-

 
4
,
0
6
8
,
3
6
1
,
5
5
9

 
-

 
-

 
-

 
4
,
0
6
8
,
3
6
1
,
5
5
9

 
-

4
,
0
6
8
,
3
6
1
,
5
5
9

 

　
　

　
減

損
損

失
-

2
7
,
1
1
1
,
4
8
9

 
-

 
-

-
-

-
2
7
,
1
1
1
,
4
8
9

 
-

2
7
,
1
1
1
,
4
8
9

 

 
 
 
 
 
 
そ

の
他

の
臨

時
損

失
- 

- 
- 

- 
- 

- 
1
5
,
0
2
4
,
3
0
0

 
1
5
,
0
2
4
,
3
0
0

 
-

1
5
,
0
2
4
,
3
0
0

 

計
9
,
5
2
4

 
2
7
,
4
5
2
,
7
4
3

 
8 

4
,
0
6
8
,
3
6
1
,
5
6
1

 
2
6
3
,
2
7
2
,
2
8
5

 
3 

1
5
,
0
2
4
,
3
0
0

 
4
,
3
7
4
,
1
2
0
,
4
2
4

 
- 

4
,
3
7
4
,
1
2
0
,
4
2
4

 

　
　

臨
時

利
益

　
　

　
固

定
資

産
受

贈
益

-
 

-
 

-
-

1
5
,
5
9
3
,
1
4
9

 
-

-
1
5
,
5
9
3
,
1
4
9

 
-

1
5
,
5
9
3
,
1
4
9

 

計
- 

- 
- 

- 
1
5
,
5
9
3
,
1
4
9

 
- 

- 
1
5
,
5
9
3
,
1
4
9

 
- 

1
5
,
5
9
3
,
1
4
9

 

　
当

期
純

利
益

（
△

当
期

純
損

失
）

1
7
5
,
5
1
1
,
2
3
8

 
2
2
2
,
6
9
5
,
4
1
7

 
9
7
,
2
0
9
,
4
1
0

 
-

 
1
,
8
4
9
,
6
3
1
,
4
5
9

 
1
2
1
,
9
1
0
,
2
6
2

 
△
8
0
5
,
9
7
8
,
9
8
5

 
1
,
6
6
0
,
9
7
8
,
8
0
1

 
9
4
,
3
2
9
,
8
6
3

 
1
,
7
5
5
,
3
0
8
,
6
6
4

 

　
前

中
期

目
標

期
間

繰
越

積
立

金
取

崩
額

-
-

-
-

-
-

8
0
5
,
9
7
8
,
9
8
5

 
8
0
5
,
9
7
8
,
9
8
5

 
-

8
0
5
,
9
7
8
,
9
8
5

 

　
当

期
総

利
益

1
7
5
,
5
1
1
,
2
3
8

 
2
2
2
,
6
9
5
,
4
1
7

 
9
7
,
2
0
9
,
4
1
0

 
-

 
1
,
8
4
9
,
6
3
1
,
4
5
9

 
1
2
1
,
9
1
0
,
2
6
2

 
-

 
2
,
4
6
6
,
9
5
7
,
7
8
6

 
9
4
,
3
2
9
,
8
6
3

 
2
,
5
6
1
,
2
8
7
,
6
4
9

 

Ⅴ
総

資
産

　
　

現
金

及
び

預
金

3
,
4
5
5
,
4
2
1
,
2
0
5

 
3
,
5
3
5
,
9
0
4
,
0
4
6

 
4
4
2
,
3
0
0
,
6
6
9

 
4
1
,
8
9
0
,
5
8
2
,
6
1
6

 
1
2
,
5
7
5
,
1
0
6
,
1
6
1

 
2
,
3
9
1
,
7
7
3
,
5
3
6

 
2
8
,
8
5
8
,
6
1
2
,
0
5
9

 
9
3
,
1
4
9
,
7
0
0
,
2
9
2

 
-

9
3
,
1
4
9
,
7
0
0
,
2
9
2

 

　
　

土
地

-
 

5
,
2
2
1
,
5
0
9
,
0
0
0

 
-

 
-

 
3
9
,
1
5
6
,
2
9
9
,
0
7
1

 
-

 
-

 
4
4
,
3
7
7
,
8
0
8
,
0
7
1

 
-

 
4
4
,
3
7
7
,
8
0
8
,
0
7
1

 

　
　

建
物

-
 

3
,
4
0
0
,
0
7
6
,
8
5
1

 
-

 
-

 
4
0
,
9
0
5
,
2
9
3
,
9
7
8

 
-

 
1

 
4
4
,
3
0
5
,
3
7
0
,
8
3
0

 
-

4
4
,
3
0
5
,
3
7
0
,
8
3
0

 

　
　

退
職

給
付

引
当

金
見

返
9
4
3
,
8
4
4
,
5
5
1

 
5
,
1
5
1
,
0
5
1
,
8
6
1

 
3
8
3
,
3
4
0
,
5
7
6

 
-

 
3
4
,
3
6
0
,
0
3
9
,
0
1
8

 
3
,
7
0
1
,
4
5
0
,
9
0
4

 
-

 
4
4
,
5
3
9
,
7
2
6
,
9
1
0

 
-

4
4
,
5
3
9
,
7
2
6
,
9
1
0

 

　
　

そ
の

他
1
9
5
,
4
1
2
,
9
2
3

 
1
,
7
1
3
,
0
0
3
,
9
8
1

 
5
6
,
8
8
9
,
0
0
1

 
1
6
0
,
6
5
8
,
9
1
2

 
3
5
,
3
3
3
,
9
4
0
,
7
6
1

 
1
4
9
,
2
9
8
,
9
5
8

 
5
8
,
9
7
4
,
1
7
0

 
3
7
,
6
6
8
,
1
7
8
,
7
0
6

 
△

2
,
0
0
1
,
1
2
8
,
8
1
7

 
3
5
,
6
6
7
,
0
4
9
,
8
8
9

 

計
4
,
5
9
4
,
6
7
8
,
6
7
9

 
1
9
,
0
2
1
,
5
4
5
,
7
3
9

 
8
8
2
,
5
3
0
,
2
4
6

 
4
2
,
0
5
1
,
2
4
1
,
5
2
8

 
1
6
2
,
3
3
0
,
6
7
8
,
9
8
9

 
6
,
2
4
2
,
5
2
3
,
3
9
8

 
2
8
,
9
1
7
,
5
8
6
,
2
3
0

 
2
6
4
,
0
4
0
,
7
8
4
,
8
0
9

 
△

2
,
0
0
1
,
1
2
8
,
8
1
7

 
2
6
2
,
0
3
9
,
6
5
5
,
9
9
2

 

（
注

）

１
　

事
業

の
種

類
の

区
分

方
法

及
び

事
業

内
容

　
①

　
中

期
目

標
等

に
お

け
る

一
定

の
事

業
等

の
ま

と
ま

り
ご

と
の

区
分

に
基

づ
く

セ
グ

メ
ン

ト
情

報
を

開
示

し
て

い
る

。

　
②

　
事

業
の

内
容

は
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

　
・

高
齢

者
雇

用
支

援
事

業
・

・
・

高
年

齢
者

等
の

雇
用

促
進

の
た

め
の

給
付

金
の

支
給

、
雇

用
に

関
す

る
事

業
主

へ
の

相
談

等
に

関
す

る
業

務

　
・

障
害

者
雇

用
支

援
事

業
・

・
・

障
害

者
職

業
セ

ン
タ

ー
の

設
置

等
に

関
す

る
業

務

　
・

障
害

者
職

業
能

力
開

発
事

業
・

・
・

障
害

者
職

業
能

力
開

発
校

の
運

営
に

関
す

る
業

務

　
・

障
害

者
雇

用
納

付
金

事
業

・
・

・
障

害
者

雇
用

納
付

金
関

係
業

務
（

障
害

者
雇

用
納

付
金

の
徴

収
、

助
成

金
等

の
支

給
、

障
害

者
の

技
能

に
関

す
る

競
技

大
会

、
障

害
者
雇
用
に
関
す
る
講
習
・
啓
発
等
）

　
・

職
業

能
力

開
発

事
業

・
・

・
職

業
能

力
開

発
短

期
大

学
校

、
職

業
能

力
開

発
大

学
校

、
職

業
能

力
開

発
促

進
セ

ン
タ

ー
、

職
業

能
力

開
発

総
合

大
学

校
等

の
設

置
等

に
関
す
る
業
務

　
・

認
定

特
定

求
職

者
職

業
訓

練
事

業
・

・
・

求
職

者
支

援
訓

練
の

認
定

及
び

訓
練

の
実

施
に

必
要

な
助

言
・

指
導

に
関

す
る

業
務

　
・

宿
舎

等
事

業
・

・
・

雇
用

促
進

住
宅

を
譲

渡
又

は
廃

止
す

る
業

務
及

び
譲

渡
等

す
る

ま
で

の
間

の
管

理
運

営
業

務

２
　

【
法

人
共

通
】

項
目

に
記

載
し

た
、

各
セ

グ
メ

ン
ト

に
配

賦
で

き
な

か
っ

た
費

用
は

7
1
7
,
3
6
6
,
3
2
3
円

で
あ

り
、

主
な

も
の

は
高

齢
者

雇
用

支
援

事
業

及
び

障
害

者
雇
用
支
援
事
業
に
係
る
管
理
部
門
の
人
件
費
で
あ
る
。

３
　

【
法

人
共

通
】

項
目

に
記

載
し

た
、

各
セ

グ
メ

ン
ト

に
配

賦
で

き
な

か
っ

た
収

益
は

8
1
1
,
6
9
6
,
1
8
6
円

で
あ

り
、

主
な

も
の

は
上

記
２

に
対

応
し

た
運

営
費

交
付

金
収
益
で
あ
る
。

４
　

【
法

人
共

通
】

項
目

に
記

載
し

た
、

各
セ

グ
メ

ン
ト

に
配

賦
で

き
な

か
っ

た
資

産
は

△
2
,
0
0
1
,
1
2
8
,
8
1
7
円

で
あ

り
、

高
齢

者
雇

用
支

援
事

業
及

び
障

害
者

雇
用

支
援
事
業
に
係
る
管
理
業
務
に
使
用
す
る
工
具
器
具
備
品
8
0
6
,
9
1
3
円
、

　
　

及
び

各
セ

グ
メ

ン
ト

間
の

内
部

取
引

で
あ

る
未

収
金

△
2
,
0
0
1
,
9
3
5
,
7
3
0
円

で
あ

る
。



１
７

．
特

定
関

連
会

社
、

関
連

会
社

及
び

関
連

公
益

法
人

等
（

「
第

１
０

６
　

関
連

公
益

法
人

等
の

範
囲

」

業
務

の
概

要
当
法
人
と
の
関
係

役
員
の
氏
名

（
当
法
人
で
の
最
終
職
名
）

（
注

）
※

印
を

付
し

た
者

は
、

確
定

給
付

企
業

年
金

法
に

基
づ
き
、
基
金
加
入
員
に
お
い
て
互
選
し
た
代
議
員
か
ら
互
選
さ
れ
た

者
で
あ
る
。

内
山
　
元
　
　
　
※

（
東
北
職
業
能
力
開
発
大
学
校
）

労
働

関
係

法
人

堀
之
内
　
治
史
　
※

（
熊
本
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー

①
　

労
働

関
係

法
人

企
業

年
金

基
金

　
（

１
）

　
特

定
関

連
会

社
、

関
連

会
社

及
び

関
連

公
益

法
人

等
の

概
要

　
荒
尾
訓
練
セ
ン
タ
ー
）

若
林
　

革
　
　
　
※

（
千
葉
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
）

山
本
　

英
治
　
　
※

（
京
都
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
）

輪
島
　

忍
（
理
事
長
代
理
）

阿
部
　

貴
彦

（
千
葉
支
部
長
）

法
人

の
名

称

中
沖
　
剛

星
　
　
直
幸

　
当
基
金
は
、
平
成
２
９
年
に

設
立
さ
れ
、
実
施
事
業
所
の
一

つ
と
し
て
当
機
構
が
含
ま
れ

る
。

企
業

年
金

基
金

　
確

定
給

付
企

業
年

金
法

（
平

成
13
年
6月

15
日
法
律
第
50

号
）

に
基

づ
き

、
加

入
者

の
老

齢
、
死
亡
又
は
脱
退
に
つ
い

て
給

付
を

行
い

、
も

っ
て

加
入

者
及
び
そ
の
遺
族
の
生
活
の

安
定

を
は

か
る

こ
と

を
目

的
と

す
る
。

に
お

い
て

定
め

る
関

連
公

益
法

人
等

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
情

報



1,
06
8,
81
2,
61
7

83
6,
23
9,
65
5

　
（

２
）

　
特

定
関

連
会

社
、

関
連

会
社

及
び

関
連

公
益

法
人

等
の

財
務

状
況

（
注

）
上

記
金

額
は
、

令
和

２
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

３
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
の
金
額
で
あ
る
。

（
単
位
：
円
）

関
連

公
益

法
人

等
名

資
　

　
産

負
　
　
債

正
味
財
産
の
額

当
期
収
入

合
計
額

独
立

行
政

法
人

高
齢

・
障

害
・

求
職

者
雇

用
支

援
機

構

労
働
関
係
法
人

企
業
年
金
基
金

掛
金
（
事
業
主
負
担
分
）

　
　
　
　
当
基
金
加
入
員
（
厚
生
年
金
に
加
入
す
る
一
定

　
　
　
　
条
件
を
満
た
す
す
べ
て
の
当
機
構
職
員
）
の
老

　
　
　
　
齢
、
死
亡
又
は
脱
退
に
つ
い
て
給
付
を
実
施

当
期
収
支
差
額

15
,4
70
,4
37
,9
51

16
,7
56
,7
11
,1
44

△
 1
,2
86
,2
73
,1
93

1,
90
5,
05
2,
27
2

　
　

　
　

特
定

関
連

会
社

、
関

連
会

社
及

び
関

連
公

益
法

人
等

と
独

立
行

政
法

人
の

取
引

の
関

連
図

労
働

関
係

法
人

企
業

年
金

基
金

当
期
支
出
合
計
額



労
働

関
係

法
人

企
業

年
金

基
金

（
注

）
上

記
金

額
は

、
令

和
２

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
３

年
３
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
の
金
額
で
あ
る
。

特
定

関
連

会
社

及
び

関
連

会
社

の
総

売
上

高
並

び
に

関
連

公
益

法
人

等
の

事
業

収
入

の
金

額
と

こ
れ

ら
の

う
ち

当
法

人
の

発
注

等
に

係
る

金
額

及
び

そ
の

割
合

（
単
位
：
円
）

（
注

２
）

当
事

業
年

度
に

お
い

て
負

担
し

た
会

費
、

負
担

金
に
つ
い
て
は
、
全
額
掛
金
の
事
業
主
負
担
分
で
あ
り
、
法
人
全
体
の

金
額
で
あ
る
。

　
（

４
）

　
特

定
関

連
会

社
、

関
連

会
社

及
び

関
連

公
益

法
人

等
と

の
取

引
状

況

債
権
の
明
細
内
容

債
務
の
明
細
内
容

科
　
　
目

科
　
　
目

金
　
　
額

労
働

関
係

法
人

企
業

年
金

基
金

―
―

未
払
金

63
,1
87
,3
00

（
注

）
上

記
金

額
は

、
令

和
４

年
３

月
３

１
日

現
在

の
金

額
で
あ
り
、
法
人
全
体
の
金
額
で
あ
る
。

関
連

公
益

法
人

等
名

（
単
位
：
円
）

関
連

公
益

法
人

等
名

―割
合

当
法
人
の
発
注
等
に
か
か
る
金
額

0

事
業
収
入
の
金
額

1,
79
4,
71
9,
13
4

関
連

公
益

法
人

等
名

労
働

関
係

法
人

企
業

年
金

基
金

基
本
財
産
に
対
す
る
出
え
ん
、
拠
出
、
寄
附
等

―

当
事
業
年
度
に
お
い
て
負
担
し
た
会
費
、
負
担
金

76
0,
93
0,
90
0

（
注

１
）

上
記

金
額

は
、

令
和

３
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

４
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
の
金
額
で
あ
る
。

　
（

３
）

　
特

定
関

連
会

社
、

関
連

会
社

及
び

関
連

公
益

法
人

等
の

基
本

財
産

等
の

状
況

（
単
位
：
円
）

金
　
　
額

特
定

関
連

会
社

、
関

連
会

社
及

び
関

連
公

益
法

人
等

に
対

す
る

債
権

債
務

の
明

細



（
注

）
※

印
を

付
し
た

者
は

、
健

康
保

険
法

に
基

づ
き

、
被
保
険
者
で
あ
る
組
合
員
の
互
選
し
た
組
合
会
議
員
か
ら
互
選
さ
れ
た

者
で
あ
る
。

当
法
人
と
の
関
係

役
員
の
氏
名

（
当
法
人
で
の
最
終
職
名
）

輪
島
　

忍
　
　
　
※

（
理
事
長
代
理
）

（
島
根
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
）

小
笠
原

　
雅
彦
　
※

（
愛
媛
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
）

赤
松
　

伸
一
　
　
※

て
い
る
。

　
当
組
合
は
、
昭
和
３
６
年
に

設
立
さ
れ
、
当
機
構
に
お
い
て

は
、
昭
和
５
２
年
か
ら
加
入
し

鈴
木
　

修
　
　
　
※

（
理
事
）

小
林
　

淳
　
　
　
※

（
総
務
部
長
）

横
山
　

真
樹
　
　
※

（
北
海
道
職
業
能
力
開
発
大
学
校
）

　
健

康
保

険
法

に
基

づ
き

、
被

保
険

者
及
び
被
扶
養
者
に
対
し

　
（

１
）

　
特

定
関

連
会

社
、

関
連

会
社

及
び

関
連

公
益

法
人

等
の

概
要

法
人

の
名

称
業

務
の

概
要

て
保

険
給

付
や

保
健

事
業

等
を

実
施

し
て
い
る
。

②
　

雇
用

支
援

機
構

健
康

保
険

組
合

松
原
　

和
範
　
　
※

（
福
岡
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
）

西
園
寺

　
公
一
　
※

（
経
理
部
次
長
）

雇
用

支
援

機
構

健
康

保
険

組
合



独
立

行
政

法
人

高
齢

・
障

害
・

求
職

者
雇

用
支

援
機

構

健
康
保
険
料
（
事
業
主
負
担
分
）

雇
用
支
援
機
構

健
康
保
険
組
合

当
機
構
職
員
等
に
対
し
、
保
険
給
付
及
び

保
健
事
業
等
を
実
施

（
２

）
特

定
関

連
会

社
、

関
連

会
社

及
び

関
連

公
益

法
人

等
の

財
務

状
況

2,
08
8,
08
7,
44
5

19
6,
19
9,
87
2

1,
89
1,
88
7,
57
3

3,
91
4,
32
8,
49
7

3,
83
7,
69
3,
63
8

76
,6
34
,8
59

（
単
位
：
円
）

関
連

公
益

法
人

等
名

資
　

　
産

負
　
　
債

正
味
財
産
の
額

当
期
収
入

合
計
額

当
期
支
出
合
計
額

当
期
収
支
差
額

雇
用

支
援

機
構

健
康

保
険

組
合

特
定

関
連

会
社

、
関

連
会

社
及

び
関

連
公

益
法

人
等

と
独

立
行

政
法

人
の

取
引

の
関

連
図

（
注

）
上

記
金

額
は
、

令
和

２
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

３
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
の
金
額
で
あ
る
。



（
注

１
）

上
記

金
額
は

、
令

和
３

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
４
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
の
金
額
で
あ
る
。

（
注

）
上

記
金

額
は
、

令
和

４
年

３
月

３
１

日
現

在
の

金
額
で
あ
り
、
法
人
全
体
の
金
額
で
あ
る
。

（
注

）
上

記
金

額
は
、

令
和

２
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

３
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
の
金
額
で
あ
る
。

特
定

関
連

会
社

及
び

関
連

会
社

の
総

売
上

高
並

び
に

関
連

公
益

法
人

等
の

事
業

収
入

の
金

額
と

こ
れ

ら
の

う
ち

当
法

人
の

発
注

等
に

係
る

金
額

及
び

そ
の

割
合

（
単
位
：
円
）

関
連

公
益

法
人

等
名

事
業
収
入
の
金
額

当
法
人
の
発
注
等
に
か
か
る
金
額

割
合

雇
用

支
援

機
構

健
康

保
険

組
合

3,
80
1,
88
8,
59
3

0
―

（
注

２
）

当
事

業
年

度
に

お
い

て
負

担
し

た
会

費
、

負
担

金
に
つ
い
て
は
、
全
額
保
険
料
の
事
業
主
負
担
分
で
あ
り
、
法
人
全
体

の
金
額
で
あ
る
。

（
４

）
特

定
関

連
会

社
、

関
連

会
社

及
び

関
連

公
益

法
人

等
と

の
取

引
状

況

特
定

関
連

会
社

、
関

連
会

社
及

び
関

連
公

益
法

人
等

に
対

す
る

債
権

債
務

の
明

細

（
単
位
：
円
）

関
連

公
益

法
人

等
名

債
権
の
明
細
内
容

債
務
の
明
細
内
容

科
　
　
目

金
　
　
額

科
　
　
目

金
　
　
額

基
本
財
産
に
対
す
る
出
え
ん
、
拠
出
、
寄
附
等

当
事
業
年
度
に
お
い
て
負
担
し
た
会
費
、
負
担
金

雇
用

支
援

機
構

健
康

保
険

組
合

―
1,
81
3,
24
0,
82
4

雇
用

支
援

機
構

健
康

保
険

組
合

―
―

未
払
金

12
3,
73
3,
45
8

（
単
位
：
円
）

関
連

公
益

法
人

等
名

（
３

）
特

定
関

連
会

社
、

関
連

会
社

及
び

関
連

公
益

法
人

等
の

基
本

財
産

等
の

状
況




